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第1５回 ESRI-経済政策フォーラム 

「ＦＴＡの推進を巡って」 

議 事 録 

 

経済社会総合研究所 

 

第1５回 ESRI－経済政策フォーラム議事次第 

 

日時：平成15年１０月６日（月） 14時00分～16時30分 

場所：東海大学校友会館「阿蘇」 

１．開  会 

２．基調講演１      木村 福成      慶應義塾大学教授 

３．基調講演２      鈴木 宣弘      九州大学助教授                                  

４．パネルディスカッション 

    （パネリスト）  木村 福成      慶應義塾大学教授 

鈴木 宣弘      九州大学助教授 

畠山  襄      国際経済交流財団会長 

本間 正義      東京大学教授 

（モデレータ）  香西 泰       経済社会総合研究所所長 

 

５．フリーディスカッション 

６．閉  会 

 本議事録は、フォーラム事務局の責任において作成したものであり、ありう

べき誤りはフォーラム出席者に属するものではない。 

 
 

【司会】 本日はどうもお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、第15回ＥＳＲＩ－経済政策フォーラムを始めさせていただきたいと存じます。 

 本日のテーマは議事次第にございますように、「ＦＴＡの推進を巡って」ということで

ございます。 

 では、最初にパネリストの方のご紹介をさせていただきます。 

 皆様から向かって右側から、慶応義塾大学教授の木村福成様、九州大学助教授の鈴木宣
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弘様、国際経済交流財団会長の畠山襄様、東京大学教授の本間正義様、モデレータは当研

究所の香西泰所長が務めさせていただきます。 

 それでは、香西所長、お願いいたします。 

【香西】 それでは、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございました。ま

た、お忙しい日程を繰り合わせて本日の基調講演及びディスカッションにご参加いただい

た４人の先生方にお礼を申し上げたいと思います。 

 皆さん「さん」づけで呼ばせていただきますので、ご了解いただきたいと思います。 

 最初は基調講演ですが、２つ予定されておりまして、木村福成さんと鈴木宣弘さん、お

二人がそれぞれ20分ずつという予定になっております。 

 それでは、木村さんからお願いします。 

【木村】 木村です。どうぞよろしくお願いします。 

 お配りしているものとここに出していただいているパワーポイント、これは内容は同じ

でございますので、大体このページに従ってお話しをさせていただこうと思います。いろ

いろなところで基本的に同じような話をたくさんしていますけれども、何度も申し上げる

のはこれが大事だと私が思っているからでございます。特にＦＴＡのお話をするときに、

どういう中身のＦＴＡにしなければいけないのかという話が、全体的に少な過ぎるのでは

ないかというのが私の認識であります。特に東アジアでＦＴＡをつくっていくというのは

どういう意味があるのか、これは大変重要な問題だと私は思っておりますが、十分に議論

されてないのではないかというふうに認識しています。 

 ここにありますように、東アジアというのは実態面の統合が政策面の統合より先に進ん

でいるということ、つまり、実態としては北東アジアから東南アジアへの直接投資、それ

からそれに喚起された形で国際的生産・流通ネットワークが展開されてきたというのが、

一応大ざっぱな現状認識ということですが、そこで政策面からのサポートが要りますよと

いう話は何となく皆さんおっしゃるわけです。 

 ただ、これがもうちょっと見たときに、例えばヨーロッパの経験、それから北米、ある

いはアメリカ大陸の経験というものと東アジアと比べて、そもそも経済の成り立ちそのも

のがどのくらい違うのかと、その違いがあるとすればそれを踏まえて地域統合をしていこ

うとしたときに、どんなふうに中身の違いが出てこなければいけないのかということを、

きちんと議論するべきだというふうに私は考えているわけであります。 
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 ということで、ここで特に私が強調したいのは、東アジアというのは、実態的には国際

的生産・流通ネットワークという面で見ると非常に進んでいる。アメリカとメキシコの間

とか、あるいはドイツとハンガリーの間で、いろいろないわゆるアウトソーシングという

のが行われていますけれども、東アジアの場合にはまずネットワークそのものの重要性と

いうのが圧倒的に大きい。多くの国を巻き込んだネットワークになっている。それから、

もう一つはこれが必ずしも企業内の事業展開だけではなくて、企業間の事業展開、日系同

士のときもありますし、それからいろいろな企業国籍を含めたネットワークになっている

と、こういう３点においてアメリカとメキシコの関係、あるいはドイツ、ハンガリーの関

係と東アジアとでは大きく違っているのではないかというのが私の認識です。 

 何が東アジアで起きているかということを伝統的な国際貿易理論で説明しようと思っ

ても、すべてできないようなことが東アジアでは起きているというのが私の認識です。伝

統的な国際貿易理論では、国際間の技術の格差、あるいは賃金水準の相違、これをもとに

してどういう産業は先進国に立地して、どういう産業は途上国に立地します、こういう話

をするわけですね。こういう面はもちろんまだかなりの説明能力を持っておりますが、こ

れだけだとうまく説明できない現象が東アジアではたくさん起きている。こうした実態は、

そういうものに合わせた考え方を加味加しないとうまく説明できないことが起きていま

す。 

 ひとつは、フラグメンテーション理論、２つ目はアグロメレーション理論、３つ目は「企

業」の内部化・立地戦略の理論というふうに仮に私は呼んでおりますけれども、そういっ

たものになります。ごくかいつまんでその要点だけご説明させていただきます。 

 フラグメンテーションですけれども、これは例えば電気、電子産業みたいなものを考え

ていただきますと、産業全体は高度に物的資本集約的、あるいは人的資本集約的ですから、

伝統的な理論によれば、そういうものは先進国に立地するべきであるということになりま

す。しかし、ご承知のとおり半導体関連ですとか、携帯電話ですとか、いろいろな電気、

電子関連の製品を見ますと、すべて先進国に立地しているのではなくて、細かい工程に分

かれていろいろな国に立地しています。例えば先進国に非常に大きな工場があって、上流

から下流まで全部やっている。そういう工場における工程をよく見てみると、プロダクシ

ョンブロックという言い方、生産ブロックという言い方をしていますが、いろいろな工程

があって、技術者等がたくさん集まって相談しなければできない工程もありますが、逆に、
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非熟練労働者がたくさんおりさえすればできる工程もあります。ですから、そういうプロ

ダクションブロックというものに分けて、ある部分は日本に立地して、ある部分はマレー

シアに行く、ある部分は中国に行くという形に分散立地することをフラグメンテーション

と呼んでいるわけですが、分散立地することができれば、全体として生産効率を高めるこ

とができるかもしれない。 

 この場合にキーになってくるのは、分散立地した生産ブロックを結ぶサービスリンクと

いう部分です。このコストが十分に下がらないとフラグメンテーションというのは起きな

いわけであります。このサービスリンクコストに含まれるものは輸送費であり、電気通信

費であり、それからいろいろな抽象的な意味でのコーディネーションのコスト、これはい

ろいろな法律の問題とか、このフラグメンテーションも必ずしも企業内ではなくて企業間

の場合もありますから、いろいろな契約の安定性とか、紛争が生じたときの解決の方法と

か、こういったものも含めてサービスリンクコストになってくるわけですね。 

 グローバリゼーションというのは、このサービスリンクコストが下がってくるというの

が一つ大事な帰結でありまして、こういうことが起きてきているということです。特に東

アジアの場合は日本企業を筆頭としまして、韓国企業、それから台湾企業もある程度そう

ですけれども、広い意味での機械産業のところに非常に強い技術的な優位性を持っていま

す。機械産業というのは、ひとつは部品その他の技術的な水準の問題がありますけれども、

もう一つは何しろ部品点数が多いというのが機械という製品の特徴であります。例えば有

名な自動車の例ですと大体３万点ぐらいの部品を使っていると言われておりますが、そう

いった部品生産とそれをコーディネートしていくという、生産の部品の上流、下流のネッ

トワーキングというんですか、そういうところのマネジメントというのは東アジアの企業

の強みのひとつでありまして、そういったものが特に東アジアで生かされているというこ

とだと思います。 

 それから、もう一つはアグロメレーション、これは産業集積とか産業クラスタリングと

か、いろいろな言い方をしていますけれども、企業の立地、生産活動がどこに立地するか

という面を考えたときに、これもひとつ大事な要素でありまして、伝統的な貿易理論では

必ずしもうまく扱われていないものです。 

 企業の内部化と立地の選択という言い方をしましたが、企業というのは上流から下流ま

ですべて自分の企業の中でやる必要はない。むしろ自分が持っている技術とか経営ノウハ
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ウとか、そういうものにあわせて自分はどういうところに特化するかということをやって

いるわけですね。不得意なところはなるべくほかの企業に任せる。例えば、基礎的な部品、

あるいはモジュールのところは自分でやり、そうでない例えばアセンブリーのところはＯ

ＥＭコントラクトで外に出すとか、そういうことをやって、自分の中に取り込む活動を最

適化する、それを内部化と呼んでいます。内部化の選択と立地の選択を同時にやっている

のは企業の特徴で、特にこういうことが盛んにされているのが中国であります。というの

は、中国は特に東南アジアと比較してさまざまな種類の企業がそこに存在している、それ

が潜在的なビジネスパートナーになっております。日系企業ももちろんありますが、台湾

系企業、それから香港系企業もありますし、それから地場系の企業でもさまざまな力を持

った企業がおります。そういう潜在的なビジネスパートナーがたくさんいるということが、

この内部化の選択の選択肢をふやしているという面があります。ですからネットワーキン

グといったときに、それは必ずしも自分の企業内だけでもないし、日系企業だけで完結す

るものでもなくなってきていますし、いろいろな企業国籍の企業がそのネットワーキング

に入っていくということが起きています。 

 東アジアにおける国際的生産・流通ネットワークの特徴のひとつは各国経済における重

要性で、これが非常に大きい。２点目は多くの国にわたって展開されているということ、

３点目は企業内のみならず、企業間、これも同一企業国籍間だけではなくて、異なる企業

国籍間のネットワークというのができてきているということです。アメリカ、メキシコと

いう関係、あるいはドイツ、ハンガリーという関係よりも、こういう点で進んでいるとい

うふうに考えられます。 

 ネットワーク形成の背景になっているのは、ひとつは東アジア諸国の政策転換というも

のがはっきりあったわけでありまして、その時期は、マレーシア、タイでは1985年、198

6年ぐらい、インドネシア、フィリピンでは1991年、中国では1992年あたりです。それ以

前は直接投資を受け入れて工業化をしようとするわけですけれども、ただそれはある意味

で限定された、選択された直接投資だけを入れてくる。主に輸入代替的な産業であり、輸

出志向型のものは輸出加工区のようなところに押し込んで、むしろ国内とはリンクをつく

らせない形で入れるというのが主体だったわけです。しかし、1980年代の後半から90年代

の初めにかけて、基本的にはどんな直接投資でも受け入れるとか、輸出に対して不利な条

件を全部外していくとか、とにかく最初は外資系企業だけでいいから集積をつくらせてい
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き、地場系企業は後でゆっくりそこに入っていけばいいという政策にはっきり転換します。

もう一つは機械製造における国際競争力というのが東アジアの企業の場合は特に強いと

いう背景があると思います。 

 Table 1というのを見ていただきますと、機械産業に関係する貿易、これは一般機械、

電気機械、輸送機械、精密機械、全部を含めていますけれども、そもそも東アジアの国の

貿易を見たとき、機械類の貿易というのは非常に大きいということが言えます。特に典型

的なところは右側のマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイを見ていただくと、5

0％から60数％、輸出側も輸入側も機械類になっています。 

 それから、その中の非常に大きな比率が部品でありまして、これは中間製品の段階で東

アジアの国の間で物が移動して、その部分が東アジアの全体の貿易の中で大変大きな比率

を占めるようになってきているということを意味しています。ですから、これをネットワ

ークという言い方を私がしているのは、これは日本から例えば子会社にただ行くだけ、あ

るいはそこから日本に戻ってくるだけではなくて、東アジアの国の中において中間材の段

階で多くの取引きがなされていて、そこはネットワークになっているということです。そ

れから、この比率の大きさから見られることは、国際的生産・流通ネットワークというも

のが、東アジア経済それぞれの中で大変大きな役割を既に果たしているということです。 

 貿易パターンを見るときに、いわゆる産業間貿易と言われているものと産業内貿易とい

うものに分けるという技術的なテクニックがございます。産業内貿易と言っているのは、

それぞれの商品分類の中で輸出と輸入と両方あったときと考えます。これは貿易分野で比

較可能な一番細かい分類、ＨＳ６桁ベースにおりて集計したものです。Table 2は日本と

中国の間の貿易を見たものですけれども、品目ごとにそれは主にワンウエイトレードなの

か産業内トレードなのか、また、産業内トレードについて、両方の輸出をとってきて単価

をはかってみて、単価の差が大きいものはバーティカルな産業内貿易、単価の差が小さい

ものはホリゾンタルな産業内貿易という分け方をしておりますが、多くの部分はワンウエ

イ、それからバーティカルな産業内貿易と言われているものでありましす。これは中身は

何かといいますと、工程間分業の部分が大変大きくて、それが製品だとすればその部分は

品質の差というものが大きなものということでありまして、水平的な産業内分業の部分と

いうのは小さく、これはほとんど半導体類の部品という形になっています。 

 Table 4は日本企業の東南アジア進出のパターンを北米、ヨーロッパと比べたものにな
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っていますが、ここで言いたいのは中小企業がたくさん東アジアには行っているというこ

とであります。国際的な生産・流通ネットワークの中で中小企業の果たす役割、それから

アジアで形成されつつある集積における中小企業の役割も非常に大きなものだと思いま

す。 

 Table 5は日本の企業の親会社の業種と子会社の業種をクロスにして見たものでありま

して、この真ん中辺の黄色いところは製造業であります。もちろん親会社の本業と海外子

会社のやっていることは同じ場合というのはたくさんあるわけで、それが対角線に入って

おります（数字は子会社の数字になっています）。対角線から外れているところがたくさ

んありますが、ここを特に注目していただきたいんですけれども、必ずしも親会社の本業

を海外でやっているわけではないわけでありまして、むしろアジアに展開されている生

産・流通ネットワークに合わせた工程というものをアジアに持っていっているというふう

なことがここから読み取れます。 

 Table 5は日系企業の売り上げというのはどこに売っているのか、それから買っている

方はどこから買っているのかということでありまして、これも東アジアの中で中間財がぐ

るぐる回っているということをこういう数字から見ることができます。 

 Figure 1、ここで言いたいことは、日本の企業でもアジアでつくっている付加価値の部

分というのはふえているわけですけれども、ただ日系同士のリンクだけではなくて、実は

アジアにいるその他アジア人にもたくさん物を売っているわけです。これがネットワーク

と言っているものが必ずしも日系だけででき上がっているのではなくて、いろいろな企業

国籍を巻き込んでいる。特にアジアの企業にとって、日本から来る資本財、それからさま

ざまな部品など中間財類、こういったものは大変重要でありまして、それがあるから国際

的な生産・流通ネットワークが成り立っていると、こういうふうな面がございます。 

 こうしたことから、どんな政策課題が出てくるのかと言いますと、ひとつはサービスリ

ンクコストをいかに下げるかということが大変重要であります。そこには輸送費、電子通

信費、いろいろなコーディネーション費用、あるいは経済制度、法制、こういったものを

やっていくことが重要です。それからもう一つは集積の形成であり、これは経済インフラ

の話もありますし、人的資本の形成の問題もあります。 

 それから、効果的な企業の内部化選択、これはサポーティング・インダストリーの問題

もあります。、ＯＥＭとかＥＭＳ企業とか、さまざまな企業国籍の企業とのリンクと、こ
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ういったものもありますが、こういったものができることによって、国際的な生産・流通

ネットワークというのがさらに活性化することができるということになるのではないか

と思います。 

 東アジアのＦＴＡというのを考えてみますと、東アジアの国、途上国側から見るとどう

いうことになっているかというと、製造業というものがもともとある意味で二重構造にな

っております。ひとつは輸入代替的な産業で、ここの部分にはまだいろいろな関税その他

貿易障壁が残っていたりします。 

 一方で、輸出志向型、あるいは国際的な生産・流通ネットワーク型の産業というものが

あります。後者の方は当然部品その他に関税等かかっているとその分だけ不利になります

から、多国籍企業というのは必ず一番条件のいいところに移ってくるわけですから、そう

いうわけで輸出に不利にならないような政策体系をつくらなければなりません。よく使わ

れているのは、いわゆるデューティー・ドローバック・システムとか言ってますけれども、

輸出品製造のための輸入原材料免税措置、こういう形で関税をそういう輸入した原材料に

は後で輸出をするのであれば関税をかけないということをやって、輸出をなるべく中立化

しようということをやっています。 

 こういうことは幾らやっても、輸入代替型で保護されている産業を持っていることによ

るコストというものがだんだんと重いものになってきます。ということで、ひとつは輸入

代替型産業の効率的な再編をしなければならない。端的に言えば関税の撤廃です。輸入代

替型産業の典型的なものは自動車でありますけれども、あとは例えば家電製品ですとか、

国によっては石油化学だとか鉄鋼だとか、あるいは食品加工だとか、こういったものが入

ってきます。 

 ただ、これだけではいけないわけでありまして、東アジアの場合には国際的な生産・流

通ネットワークをいかに活性化するかというのがもうひとつの問題で、そこにはサービス

リンクコストの削減、それから集積の形成を促すような政策、それから物の貿易だけでは

なくて、もっと深い統合を推進していくという面が入ってなければいけないと思います。 

 これまでの日本をめぐるＦＴＡの動きは、いろいろな新聞報道等にありますのでご承知

だと思いますが、既にシンガポールとは結んでおりますけれども、その次のものを今やっ

ているという段階です。メキシコとは今月妥結できるかできないかというところに来てい

るというふうに伺っています。アジアについて言いますと、日韓ＦＴＡの交渉が始まる可
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能性が今はかなり高いと言われています。それから、二国間ですとタイとフィリピンとマ

レーシアについて、今産官学の研究会をやっておりまして、これもこのうちの少なくとも

幾つかは早いうちに交渉が始まるのではないかと言われています。 

 世界的に見ると、特に水準の高いＦＴＡというのが出てきているというのがもうひとつ

大事な動きだと思います。例えば、アメリカとシンガポールの間のＦＴＡ、あるいはアメ

リカとチリの間のＦＴＡの規定を見ますと、例えば知的所有権のところで非常に詳しいも

のを設定しているというようなものもあります。メキシコに関して言いますと、ＦＴＡの

ネットワークに入らないことのコストというものも大変大きいし、東アジアは東アジアで

やはりＦＴＡのネットワークづくりを推進していかないとコストが大きいということが

明らかになってきています。 

 それから、アジアの国からは日本の参加を求める声が大変大きいわけでありまして、あ

る意味では、日本としてはオファーを明確にすれば、各国の国内制度の変革をやってもら

えるということも可能な立場にあるのではないかと思います。農業、人の移動、その他細

かい問題はもちろんありますけれども、本当はこういうものもどんとんＦＴＡにそろえて、

積極的に進めればいいのですが、少なくとも国内的な抵抗があったとしても、ＦＴＡを結

んでいくこと自体にはいろいろな工夫の余地があるだろうというふうに考えております。

これについては、また後で詳しく出てくると思います。 

 それから、課題としましては、東アジアにおける日本の地位を考えたときに、これから

10年、15年、20年たっていくうちに、東アジアにおける経済のウエートという意味で言い

ますと、ある程度下がっていくことはやむを得ないわけであります、しかし今の段階では

まだまだ日本企業の技術的な水準は十分高いし、それから東アジアにおける国際的生産・

流通ネットワークに果たしている日系企業の役割も大変大きいわけですから、日本が果た

し得る役割というのは大きいのではないかというふうに考えます。 

 特に日本の役割として大事なのは、この経済統合をやっていこうというときに、東アジ

ア経済の特質を生かした経済統合というのはどういうふうにデザインしていくか、こうい

うことはほかの国は考えてくれないのでありまして、まさに日本がやらなければいけない

ことであるというふうに認識しております。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

【香西】 どうもありがとうございました。（拍手） 
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 それでは、続いて鈴木さんからお願いいたします。 

【鈴木】 九州大学の鈴木でございます。 

 このたびはこういう機会を与えていただきまして、大変ありがたく思っております。 

 私は農業経済学が専門でございますので、そういう視点で今お手元にお配りいただいて

おります「農業はＦＴＡ推進の障害か」というタイトルにさせいただいておりますが、ご

案内のとおり最近新聞紙上等で「農業が障害になってＦＴＡやＷＴＯが進まない」と、大

変頻繁に批判されております。それが本当なのかどうかということについてお話しさせて

いただきます。 

 特に昨年７月から始まりまして、ちょうど実は先週の10月２日にめでたく終了しました

日韓ＦＴＡの産官学共同研究会に私も参加しておりましたので、その経験を踏まえまして、

本当の障害は実は別のところにあるということをお話ししたいと思います。 

 まず最初に、世界全体の経済厚生と日本の「国益」という２つの視点を掲げております

が、実は私はＦＴＡの論議が盛んになり始めたころには、政府がＷＴＯ重視からＦＴＡ重

視に急転換したこと、それを受けて、従来世界的な経済厚生の観点から、ＷＴＯを重視し

ていたはずの経済学者も呼応してＦＴＡだ、ＦＴＡだというふうに言い始めたように見え

まして、経済学や経済学者の信頼性が損なわれるのではないかという危惧を持ったわけで

す。しかし、よく見てみますと、そういうのんきなことを言っておられないということも

わかってきたわけです。 

 確かに、ブロック化への懸念ということから出発したＧＡＴＴ、ＷＴＯ体制が行き詰ま

って、やはりブロック化だというふうになったのは皮肉な事態ではありますが、長期的な

世界全体の経済厚生の向上という観点で、そういう意味ではＦＴＡ重視に不安はあるわけ

ですけれども、今は特に木村先生もよく言われているＦＴＡの「ハブ」になった国、シン

ガポールやメキシコとＦＴＡを結んでいない不利益の大きさ、それからこれはやや長期的

にもなりますが、欧州圏や米州圏に対する政治的、経済的な対抗力の必要性というのは、

これは否定し得ない状況にきておりまして、日本の「国益」を追及せざるを得ない、いわ

ば「背に腹はかえられない」状況になってきたというふうに認識せざるを得ないのではな

いか。 

 ただ、ここで水を差すわけではないのですが、日本の「国益」という場合に早稲田大学

の浦田先生たちのシミュレーション結果で見ると、農業セクターを丸ごとＦＴＡの対象か
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ら除外した方が少なくとも日本にとっては経済厚生が高まるというケースがすべてだと

いうような計算結果がありまして、戦略的には農業セクターをできる限りＦＴＡに含めな

い方が「国益」に合致するという可能性があるということには留意する必要があるという

点を一応申し上げておきたいと思います。 

 表１で「農業分野を含むＦＴＡによる日本の経済厚生の変化」を見みますと、ひとつだ

け日本を含まないケースがありますが、それ以外のすべてのケースで農業を含む場合には

経済厚生がマイナスであり、特に日米ＦＴＡという想定の場合には、農業を含めると約１

兆円も日本の経済厚生が減少するという試算結果が出ております。 

 こういう計算結果は何か不思議なようにも見えるんですが、実はかなり現実的に起こり

得ることだということを認識しておくことが必要です。 

 というのは、保護によって歪曲されていた国際価格が上昇するために、輸入国にとって

は保護削減による「関税収入の減少額」が「消費者利益の増加額」より多くなってしまう

という場合があり得るわけで、特に輸入国の関税だけでなく、アメリカなんかがよく使っ

ております輸出補助金が一緒になってますと、その分国際価格がより低くディストートさ

れておりますので、この数字が大きくなるわけです。これについては、わかりやすい例を

８ページ、図１というところに示しておりますが、これは今説明したような意味合いを例

示的にわかりやすく示したものですので、説明は省略いたします。 

 しかし、だから農業を含めなくていいという議論をするつもりはございませんで、仮に

農業を含めないことが少なくとも短期的な日本の「国益」にかなうとしましても、相手国

が農産物に関心が高い以上、ＦＴＡ締結の必要性にかんがみれば、日本にとって農業を含

めないＦＴＡというのは不可能なわけです。 

 ご案内のとおり、我が国政府、農林水産省も既に農業全体をセクターとして除くという

ことはもはや全く考えていない。確かに、シンガポールとのＦＴＡでは実質無税の 500

品目弱の農産物を含めただけですので、実質的には何も含めてなかったことになります。

したがいまして、これをもって「農業を含めた」というふうに説明するのは、一般国民や

交渉相手国に極めて不信感を与えるということで、これはやめるべきであります。実際、

日韓ＦＴＡの研究会でも、そういう場面がございました。韓国側が非常に不信感を示すと

いうような事態がありました。 

 農業をＦＴＡにどの程度含めることができるのかについては、もう少し全体としての戦
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略的ビジョンときちんとしたデータに基づいた判断基準を持つべきだというふうに考え

ております。具体的な問題につきましては、何がどの程度センシティブかを検討する基礎

資料としまして、また関税や輸送費で説明できない内外価格差、つまり関税障壁に分類さ

れる部分ですが、その発生理由を検討する資料としても対象国間で品目ごとに生産コスト、

生産者価格や小売価格を比較するとともに、必要に応じて品目ごとの貿易モデルで影響を

分析しておくということが有益であります。 

 日本の食料品は関税や輸送費で説明できない内外価格差が世界的に突出して大きいと

いうデータがございます。これは実は多くは差別化の結果として、「国産プレミアム」と

でも呼ぶべきものであって、つまり比較している商品がそもそも同一商品とは言えないと

いうような場合も多いのではないかというふうに推察されるわけですが、ＦＴＡの便益の

試算によく用いられるＧＴＡＰモデルなどでは、この関税や輸送費で説明できない内外価

格差を非関税障壁としまして、それを関税に換算するという形で関税水準を算出しますの

で、その点では日本の食料品の関税というのが過大になっている可能性があるというふう

に思われます。 

 なお、ＧＴＡＰモデルなどによる分析は農産物の細かい品目ベースの分析には使いづら

い点があるわけですが、一般経済の分析や相手国の分析というものがこのＧＴＡＰ等でよ

く行われるということで、同じ土俵での議論の必要性のために、農業サイドはまだこうい

う分析を十分やっておらない傾向がありますが、こういうものを取り入れていく必要があ

るというふうに思っております。 

 ただ、そのときにこうした計算で決定的な影響力を持つのが当該品目の国産財と輸入財

との代替の弾力性、いわゆるアーミントン係数と言われる部分ですが、ＧＴＡＰモデルで

はこの係数が比較的小さく設定されているということで、自由化の影響が過少に試算され

るきらいがあるというふうにも言われております。この設定を十分に検討する必要がある

わけですが、なかなか過去の輸入実績が少ないというような状況では、幾ら綿密に検討を

しても恣意的な値というものを免れないということがありまして、自由化の影響というの

は本当にどのくらいなのかというのは、実は非常に計算しにくいという点があることも念

頭に置いておかなければいけないと思います。 

 いずれにしましても、こうしたデータに基づく検証や影響の試算というのは、国内的に

オープンな議論を通して対応を検討するためにも、また農業外の人々に対して問題を明ら
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かにして、建設的な議論を深めるためにも必要ですし、相手国に対しても自由化を受け入

れにくいということであれば、その理由を相手に誠意を持って説明して理解してもらうと

いう「科学的な」資料としても重要なわけであります。ところが数字を出すことには役所

側も農業関係者側もなれていない面がありまして、不必要に不安をあおるといったような

見方があるわけですが、「寝た子は起こさずぎりぎりまで先送りして知らせない」という

手法はもはや通用しないわけで、これはＢＳＥの教訓を肝に銘じるべきだと思いますが、

そういう意味で関係者が内にも外にも情報を開示して、同じ土俵に立ったオープンな議論

のプロセスになれる必要があると思われます。 

 次に、これは木村先生も同様の趣旨の発言をよく行っておりますが、実は農業を十分に

含んだＦＴＡというのは可能だということもあります。それは、既にメキシコとのＦＴＡ

で展開されております。我が国のメキシコからの農産物輸入の約半分が豚肉で、豚肉が先

方の最大の関心品目となっているわけですけれども、メキシコは交渉の過程で豚肉を含む

 500品目弱の関税撤廃要求リストを出してきたわけです。これに対して、我が国は豚肉は

最後まで頑張らざるを得ないということだったわけですけれども、豚肉を除きますとメキ

シコからの農産物輸入額の90％以上、豚肉を含めた場合には40％強に当たる関税撤廃に応

じるものと伝えられております。 

 実は我が国の場合、農産物の平均関税は12％という事実からもわかりますように、米や

乳製品、肉類といった最もセンシティブな高関税品目を除きますと、野菜の３％に象徴さ

れますように、ほかの農産物関税はそれほど高くないわけです。例えば、ウルグアイラウ

ンド合意で関税割り当てが適用されましたセンシティブ品目の枠外税率という重量税を

パーセント換算すると、米の 490％とかバターの 330％とかあるわけですけれども、豚肉

はよく 4.3％だというふうに言われますが、これはある高い価格水準のものにだけ適用さ

れるので、豚肉が 4.3％だから関税が低いというのはミスリーディングでありますので、

ご注意いただきたいと思います。いずれにしましても、これらを除いただけでも残りの品

目の平均関税が10％未満となります。したがいまして、最もセンシティブな品目群を例外

にするという前提であれば、かなり多くの品目を関税撤廃対象に含めた形にすることは不

可能ではないわけです。 

 そういう観点からしますと、メキシコの次に政府間交渉が始まる可能性が高い日韓ＦＴ

Ａでは、さらに積極的な形で農業が含まれる可能性があるわけです。品目リストはいわゆ
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るポジティブリストという何を含めるかではなくて、ネガティブリスト、何を除くかとい

う形になる可能性があるかと思います。 

 また、ＦＴＡの産官学共同研究会等を見てみますと、農林水産省は外務、経産、財務各

省とともに共同議長を務めまして、できる限りの努力を行う旨発言し、建設的に議論に参

加するという対応をとっておりまして、こういう姿勢と今申し上げましたような実は農産

物をかなり含むことは可能だという点からしまして、農業分野というのはもはやＦＴＡ推

進の障害ではないというふうに言えるかと思います。 

 本当の障害、しかも深刻な障害は実は別にあるということを今から申し上げます。 

 例えば、日韓ＦＴＡの場合には、農産物に限らず、韓国の関税率は日本より一般に高い

わけです。そこで、韓国にとりましては関税よりもむしろ検疫とか規格とか、商慣行とか

という非関税障壁、あるいは関税が適用されないためにさまざまな制限が設けられている、

いわゆるサービス分野等を含むできるだけ包括的な両国間の規制緩和が実現されなけれ

ば意味がないというふうに言われております。また、将来的にＥＵのような形で日韓が限

りなく一つの国に近づこうというような見方もありまして、そういう意味でも人の移動も

自由な、幅広い包括的なＦＴＡが進められることが非常に期待されております。 

 こういう点からしまして、サービス分野の自由化というのが重要なわけですが、ではサ

ービス分野に関する日本の対応はどうかといいますと、金融、教育、法律、運輸、建設、

電気通信、医療等について、この産官学の研究会は１年半にわたり８回行われましたが、

一度も研究会のテーブルにつかない省もあれば、韓国側からの要望事項のようなものに対

して「全く論外だ」というような回答がよく見られまして、韓国側から再三失望感が表明

されました。 

 早く政府間交渉を望んでいたのが日本なのにもかかわらず、まるでやる気のないような

回答が多いのは非常に奇妙なことでありました。ただ、研究会の下に韓国側の要望で設け

られた非関税障壁の協議会というのがありましたが、このときに日本側からあるひとつの

案件について誠意のあるというか、気持ちのこもった回答があって、それで韓国側がそれ

に対して「感動した」という表現で喜びを表現するようなことがあったわけです。要する

に、ほんの少しの前向きな姿勢と措置が相手国にとっても日本から引き出した成果として

報告できて、実は日本もほとんど困らないことなのに、それが言えないということが多い

わけです。 
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 また、これは10月２日の最終段階で起こったことですが、共同研究会である要望事項を

述べたという事実を最終報告書に記してほしいと韓国側が言っておりまして、日本側がそ

れに対して同意したというようなことは一切書かないんですが、日本側がそれさえだめだ

というわけですね。それで、共同報告書の詰めの作業が空転しまして、日本が非常に消極

的だということを最後でまた印象づけることになってしまった。しかも問題の担当の省は

来てないんです。だから、そういうことで、国家戦略として日韓ＦＴＡが極めて重要だと

いう認識が強まってきているわけですけれども、一部の省庁には全くそういう認識がない

という事実があるわけです。こうした認識をだれかが改めて、一丸となって推進するリー

ダーシップができないことには、これから始まる政府間交渉が迅速に進むとはとても思え

ないわけです。 

 次にもう一つ逆説的な視点というか、米に代表されるセンシティブ分野についての考え

方を少しお示ししたいと思います。 

 実は我が国の農業政策に対する理解というのは、かなり間違った点があるというのが私

の考えです。確かに、我が国の農政は長らく価格支持政策を重要な柱の一つとしてきまし

たが、近年、価格は市場であとはリスク管理プログラムだけだというのが農林水産省の方

針で、全部そういうふうに農政転換が進められました。そういうことで、価格政策は既に

ほとんど残っておりません。そういう意味では、世界で最も進んだ国でありまして、よく

農業保護が価格支持に依存し過ぎている国だと指摘されるのは、もはや全く当たらないわ

けです。最後のページに、ＡＭＳの各国比較という農林水産省のホームページからとった

図をつけておりますが、これを見ていただきますと、2000年に達成すべきウルグアイラウ

ンドで決めた保護水準を 100としまして、日本は19％の水準まで超過達成をしたわけです。

これは米や酪農の価格支持政策を全部廃止したからです。その水準は今やアメリカよりも

絶対額でも農業生産額に占める比率でも低いというような状況まで保護額が減っている

わけです。 

 逆に言いますと、我が国の問題は国内が非常に自由化されて、結局リスク管理プログラ

ムしか残ってないということになったために、高い関税がなくなると価格の下落が直撃す

るという事態になっているわけで、関税以外の措置がほとんどなくなったことが逆に関税

に頼らざるを得なくなっている、そこが問題なわけです。 

 例えば、アメリカなんかの場合どうかというと、アメリカの場合は日本の米の水準で例
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示しますと、アメリカの米農家が米１俵国際価格水準 5,000円で売ると、目標価格１万 

8,000円というのがあって、その価格がマーケティングローンとか固定支払いとか通常の

不足払いとか、３段階ぐらいで全部補てんされてしまうわけですね。だから、要するにこ

れは国内支持ですけれども、実質的に輸出補助金なわけです。こういう形で市場価格は低

いが、農家にはお金がわたるようになっているシステムがあるわけです。我が国の場合も

関税を削減した場合には、こういう直接支払い的な措置が必要だというのは、これは原論

的にも国境措置よりも直接支払いの方が厚生ロスが少ないというのは自明なことで、問題

はその次でして、実現可能性というのは財政負担の大きさにかかっているわけです。 

 例えば、国境を完全に開放して、直接支払いで現状の米生産を維持しようとしましたら、

ざっと計算しましても、内外価格差に現状の 900万トンを掛けますと約２兆円の財政負担

が生じるわけです。だから、我が国の国家財政がこうした対応に耐え得るでしょうかとい

うことですね。こういう問題の詰めをせずに、直接支払いに変えればいいという議論は不

適切というか不十分であるということが言えるかと思います。 

 これに付随する問題としてここで申し上げておきたいのは、アメリカの今の米の補助政

策でわかりますように、私はＦＴＡでひとつあいまいにされている問題点として、ＷＴＯ

上クロか、灰色かという疑惑つきだけれども、一応クロにはなってないようないろいろな

形がありますが、実質的に輸入価格をダンピングする実質的な輸出補助機能というのがた

くさんあるわけですが、こういう措置をＦＴＡにおいてどうルール化するかという問題が

あるかと思います。現実的にＮＡＦＴＡでは、アメリカのこういうような穀物のダンピン

グ輸出が実質的に許されているということに対して、メキシコ側が協定の見直しを求める

というような事態に発展しているわけです。確かに、関税はゼロという一方で、輸出補助

金の方は実質野放しというような状態があるわけでして、これは確かにおかしな話だとい

うことであります。この点はちょっとＦＴＡの推進上の問題としてひとつ指摘しておきた

いと思います。 

 最後に、日韓ＦＴＡの研究会の韓国側の議長が、韓国でとれた米は日本でとれたものと

思ってくれませんかというような趣旨の発言をしたことがありますけれども、韓国にも本

当にそれだけの決意があるのであれば、日本はアジアとの経済連携の第一歩として最もい

ろいろな意味で類似している韓国との将来的な一国化を念頭に置いたような経済連携を

進めるべきではないかというふうに私は考えております。 
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 私は１年半前に研究会が始まったときには、韓国とのＦＴＡについて大変消極的であっ

たんですが、研究会のおかげでマインドコントロールされまして、今はアジアンユニオン、

ＥＵに学んでアジアを一国化することが日本の国家戦略であるというふうに信じるよう

になりました。そういう意味で言うと、農業は障害にならないようにしなくてはいけない

し、実際にも障害にならないわけです。問題なのは、国家戦略としてアジアにおけるＦＴ

Ａがいかに重要かということを全く人ごとのように考えている省庁がたくさんあるとい

うこの現実、そういう人たちが集まってＦＴＡ交渉をしなければいけないという、この事

態をだれが解消するのかという点も、少しみんなで考えないと物事は進まないんじゃない

かということでございます。 

 以上で私の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 国際貿易論と農業経済学のお二人から、それぞれＦＴＡのディスカッションとしては非

常にユニークな視点の切り口が多く、大変有益なお話を承ったと思います。 

 これからの進め方ですけれども、私の方の感じとしては、とりあえずパネルをお願いし

ているお二人の畠山さんと本間さんに今お二人のプレゼンテーションについて、大きな感

想といいますか、そういったことと、それからきょうぜひこれだけは言っておきたいと、

したがって司会者に忘れないでこのことを議論する時間を与えろというようなトピック

スを挙げていただいて、その上で全体の討論をもう一度始めたいと思います。 

 なお、議事次第の論点には事務局で用意した一般的な論点が書いてありますが、一つの

方法としてはこれに沿っていろいろ私の方からご発言をお願いしたいとも思いますが、と

りあえずまず今まで行われたプレゼンテーションに対する広い意味でのご感想、コメント

と今後ぜひこのフォーラム、この本日の議事で取り上げるべき強調したい課題といいます

か、主張点、こういうのがありましたらご披露いただくということでお願いします。 

 どうでしょう、５分とか10分、せいぜい10分ぐらいでお話ししていただければありがた

い。畠山さんからお願いいたします。 

【畠山】 畠山でございます。 

 まず、お二方のプレゼンテーションは賛同するところが多いわけでございます。 

 まず、木村さんのご発言では、サービスリンクのコストを下げなくてはいけないという

話があったと思います。若干の感想はそれはそうなんでしょうが、それをＦＴＡでどうや
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って実現するかというのはなかなか難しいところがあるのではないかと思います。という

のは、論理的にはむろん実現できるわけでしょうけれども、輸送、それから電気通信、そ

ういったもののコストがサービスリンクコストであるとすると、そのコスト自体を下げる

ことの必要性は疑いがないわけですけれども、ＦＴＡでどうやって、下げることができる

のか、ここは何か秘策があればぜひ教えていただきたいと思います。 

 それから、鈴木さんの方のご意見ですが、これは細かなことと大きなことがありますが、

賛成の方から申し上げると、アジアユニオンというのを是非つくれということについては

全く同感でありまして、それから研究会に参加しておられるうちにご意見がお変わりにな

ったというのも、学者の立場として非常に立派なことだというふうに思うわけでございま

す。 

 それで、若干の質問を申し上げますと、余り本論じゃないのかもしれませんけれども、

ＦＴＡをやって、あるいは貿易自由化をやって関税を下げると、消費者の厚生がふえるわ

けですけれども、そのふえた消費者の厚生を関税収入の減少が補って余りあるというか、

減少の方が大きくて、したがって一国全体として見ると具合が悪いことがあるというよう

な趣旨のご説明があったと思います。しかし、例えば日本で関税収入というのは今 8,00

0億円ぐらいですけれども、それでそのうち農産物関係の関税収入は大ざっぱに言って 4,

000億円ぐらいだと思います。農林省のＡＭＳですか、これでも 7,000億円強になってい

ますね。だから、これを全部なくすとすると、関税収入の減少よりも大きくなるので、仮

に関税をゼロにするとして、そういうことはないですけれども、仮にゼロにするとすれば

 4,000億円しか関税収入は減らないので、ＡＭＳを全部なくせば 7,000億円以上消費者利

益がプラスになるわけだから、差し引き 3,000億円以上のプラスになりますよという感じ

がするわけであります。 

 それにも関連して、このＡＭＳですが、7,478億円となっておりますが、さっきいみじ

くも鈴木さんが言われた米の内外価格差、これは 900万トンで 1.7兆円あるわけですから、

この 1.7兆円と七千数百億円というのはどういう関係なのか、どこか私が誤解しているの

かもしれませんけれども、そこを教えていただければと思う次第であります。 

 それで、以上が申し上げたい感想でありますけれども、どういうことを忘れてはいけな

いのかということですが、ＮＡＦＴＡは2005年までに、少し遅れるかもしれませんけれど

も、アメリカ、カナダ、メキシコだけでやっているのではなくて、中南米を含めた米州全
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体にキューバを除いて拡大をして、34カ国をカバーすることになる。米州はひとつのＦＴ

Ａ、米州自由貿易協定というものでカバーされることになっているということがございま

す。ＥＵは来年の６月に今15カ国ですが、10カ国を加えて25カ国をカバーすることになる。

だから、ＥＵに入ってないヨーロッパの国というのは極めて少なくなってしまうというこ

とで、ヨーロッパもＥＵというひとつのカスタムユニオンといいますか、自由貿易協定に

よってカバーされることになる。ひとりアジアだけが、アジアの経済圏全域をカバーする

ものがないわけなので、こういう意味で言うとさっきの鈴木さんの言われたＡＵ、アジア

ユニオンというのをつくるのは非常に大事でありまして、一気にアジアユニオンまでいき

ませんから、Ｅａｓｔ Ａｓｉｓａ ＦＴＡ、ＥＡＦＴＡというんでしょうか、これを早

くつくるという努力をすることが大事だと思います。 

 それから、なぜＦＴＡをやるのかということについてでありますけれども、これはいろ

いろな理由がありますが、孤立を避けるとか、それからＷＴＯは 148カ国もあるので、交

渉が時間がかかるとか、したがってＦＴＡの方が交渉が簡単だからやるんだということが

ありますが、最も基本的な理由は国内の経済改革にプラスになるからということであると

思います。 

 それで、例えばカナダのワイン産業というのがありますが、これは最後までＮＡＦＴＡ、

あるいは米加自由貿易協定に反対した産業でありました。カリフォルニアのワインなんか

に競争できないということだったわけですけれども、時のマルルーニ首相はそれを強行し

て、その結果、カナダのワイン産業は陸続とフランスにミッションを送って、そしてああ

いう寒冷地でも生育するブドウの種を見つけてきて、そしてワイン産業を復興させたわけ

です。ルネサンスをしたわけでありまして、そして今カナダは例えばアイスワインという

のがありますけれども、これは食後酒ですが、そういうもので世界に冠たる地位を占める

ようになったということでありまして、カナダの農家だけがそういう刺激に応じてうまい

ことができるわけではないので、日本の農家も刺激に応じてうまいことできるのではない

かと思います。 

 さっき鈴木さんから、だれがこういう無関心な各省をリードするんだという話がありま

したけれども、今のお話にも関連して、それは政治家だと思います。政治家がこれはＦＴ

Ａというのは、日本のほかならぬ国内経済改革に非常にプラスになるんだという認識を強

く持って構造改革に邁進をする。構造改革の非常に大きな手段の一つがこのＦＴＡなんだ
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という認識を持って、そしてマルルーニ首相のようにリーダーシップをとってもらうとい

うことが大事なんじゃないかと思います。 

 まだ言いたいこともありますが、ちょっと時間が過ぎましたので、この辺にしておきま

す。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 それでは、本間さんからお願いします。 

【本間】 お二人のプレゼンテーションを非常に興味深く聞かせていただきました。初め

の木村さんのプレゼンテーションは東アジアを中心としたＦＴＡにかかわる非常に細か

くかつ深いお話だったと思います。 

 主に経済的なエフェクトについてお話しされたわけですけれども、それを補足するとい

いますか、ふだんこれは木村さんも主張されていることですけれども、ＦＴＡの意義とし

て、いわゆる経済的なエフェクトだけではなくて、今日的には政治的な発言権の強さとい

いますか、そうしたところにもＦＴＡの意味、あるいは意義があるということが一つ強調

しておいてもいい点ではないかなという気がしております。 

 ヨーロッパにＥＵがあり、アメリカ大陸にＮＡＦＴＡがあり、それが南まで延びていく

という、そういう中にあって、アジアを中心とした第３の勢力をつくるかつくらないか、

その中に 日本が入るか入らないか。経済的な効果だけではなくて、例えばＥＵのドイツ

が何か発言する、あるいはフランスが発言するといったときに、一国の代表として発言す

るのではなくて、ＥＵの代表として発言する、あるいはアメリカはもとより非常に強い発

言力があるわけですけれども、メキシコにしてもカナダにしても、いわゆるＮＡＦＴＡと

か、あるいはＦＴＡＡを背景として発言していくといった場合のプレゼンスが随分違って

くるのではないかと、そういう効果も非常に含まれている。そうすると、ＦＴＡのあり方

ということに関しても、とにかく求められているところ、あるいは経済的に非常にやりや

すいところからやっていくということだけではなくて、一つの戦略としてそのあたりも含

めたときに、アジアの中で対中国も含めたＦＴＡのあり方というものをどういうふうに考

えていったらいいのか、これはひとつポイントになるのではないかなという気がしており

ます。 

 それから、木村さんはもともとはＷＴＯの主張者といいますか、マルチで経済の自由化

というのは進めるべきだという論者ではなかったかと思いますけれども、最近ＦＴＡでた
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くさん発言されていて、これは後のこのパネルの中でもぜひ取り上げてほしいということ

で申し上げるんですけれども、ＷＴＯとＦＴＡ、これをどういうふうに考えていったらい

いのか。実態的にはカンクーンでのＷＴＯ閣僚会議が失敗しまして、ＦＴＡにずっと傾い

てしまうという政治的な流れはあるわけですけれども、果たしてそれでいいのか。日本の

国益からみて、また世界全体の経済的反映という視点から見たときにどうなんだろうかと

いうこと、そのあたりをお考えがありましたら聞かせていただきたいという気がします。 

 それから、鈴木さんのことに関しては、４人のパネリストのうち私も農業経済学者です

から、農業経済学者が２人も入っていて、農業は問題ではないんだという言い方をされて

いますけれども、たかが農業、されど農業、だから２人もいるんじゃないかという話にな

るんだと思うんですね。 

 先ほどの畠山さんの質問に関連していることですけれども、農業を含まない方が厚生が

上がるという話、これは最適関税に似ている話だと思います。ですから、ゼロ関税にする

よりも最適関税、どこか厚生、あるいは利益を最大にするような関税の率があると、これ

はいわゆる独占の理論と同じでありまして、日本が大国である場合には、つまり国際的な

価格支配力があるときには、自由市場よりももっと輸入を絞る形の関税を課した方がウエ

ルフェアが高まると、これはある意味で大国の場合には自明といいますか、大国から見た

場合にはそういう最適関税のような保護水準が設定できるということだと思うんですね。 

 しかし、これを二国間、あるいはもう少しグローバルなところで見たときに、全体とし

てのウエルフェアはやはり独占のときと同様に小さくなるわけですね。ですから、これは

二国間だけを見た場合に、相手国のウエルフェアは自由化によった方が高まるわけで、合

計した場合の社会的なメリットというのは、これは自由化した方がプラスになるという結

論になるかと思います。そうした場合に日本の国益という視点からともっとグローバルな

視点といいますか、全体のウエルフェアのマキシマイゼーションという話をちょっと区別

して考える必要があるのかなという気がしております。 

 それから、ＡＭＳの話は多分後で鈴木さんから詳しくお話があると思いますが、実は政

策的には98年から、これは米の政策が少し変わりまして、正確には95年に旧食管法がなく

なって、食糧法というものになり、それで価格支持は基本的にはやめて、政府米は備蓄用

にしか買わないという政策を打ったわけですね。しかし、それがなかなか豊作でうまくい

かなくて、実質的に価格支持を行うような形で95、96、97と買ってしまった。しかし、9
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8年からはいわゆる鈴木さんもペーパーで述べられていますように、価格の値下がりを過

去３年に比べて下がった場合には８割を補てんするという新しい政策に切りかえたわけ

ですね。これで国内は自由化されたと見なすということで、それまで計上していた内外価

格差掛ける国内生産量、鈴木さんの計算によると１兆 7,000億円ですけれども、その数値

を全く取り除いたわけですね。ですから、実際的には１兆 7,000億円の保護がなくなった

わけではなくて、ＡＭＳの定義に従って、国内支持価格という政策価格を持たなくなった

ゆえにＡＭＳがどんと下がったということです。 

 ですから、これを読むときにちょっと気をつけていただきたいわけで、保護水準が下が

ったわけではなくて、政策価格としての国内米価というのはなくなった。つまり政府米価

格はいまだにあるんですけれども、備蓄用に買っているわけですから、それはあくまでも

備蓄用であって、国内の価格を支持するための価格ではない。ＡＭＳは国内で価格政策を

やっている場合の支持価格と輸入価格の差額をとって、それ掛ける数量でやっているわけ

ですね。それはＡＭＳの中に含まれてますけれども、米の場合には国内支持価格がなくな

ったものですから、ゼロになってしまった。しかし、これは数字のいわばまやかしであっ

て、米政策に関しては相変わらず保護は続いていて、これは鈴木さんが非常に明解にプレ

ゼンテーションで言われていたように、支持価格ではなくて国境措置が意味を持つ、ある

いはそれが唯一の大きな保護措置として機能しているということになるわけです。 

 この後でちょっと議論したいと思いますのは、３点ほどありまして、１つは１兆 7,00

0億円というのが非常にいい数字ですけれども、いわゆる経済学で言う補償原理というも

のがありますけれども、それはある政策について、利益者が被害者に補償を行ったとして

も、なおかつネットの利益があればその政策は打つべきだと、あるいはその変化は起こす

べきだというのがあるわけですね。それは実際の補償がその場合には仮定されているだけ

であって、実際には行われなくてもその政策はいわばゴーサインを出せるといったのが補

償原理ですけれども、もし補償すればという仮定の話ではなくて、実際に補償してみたら

どうかと。その補償をもう少し細かい視点でいろいろなあり方、やり方を考えてみる、そ

ういう時期に来ているのではないか。１兆 7,000億円というのは、まさにすべての今の米

農家に対して補償を行う場合の数値ですが、今平均で見て米農家は３分の２の農家が 10

0万円の販売額を持っておりません。 

 したがいまして、これはすべて補償するということではなくて、例えば一定の所得をタ
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ーゲットにして、つまり農業所得が多いところだけ補償していけば、農家所得全体として

は１兆 7,000億円はかからないということです。そうした意味で、まずはいわゆる調整コ

ストを具体化して、それの詰めの作業をやっていくということが、そろそろ政策課題とし

てのぼってきていいのではないか。 

 一方で、ＦＴＡの推進によって構造改革を進めるというのが、ＦＴＡを推進する立場の

人たちからよく聞かれるわけですけれども、私もその立場をとっています。それは、構造

改革の場合には２つありまして、ひとつは要するに生産性の低いところから高いところに

資源を移すということですね。端的に言えばもっともっと離農を促す、あるいは兼業農家、

さっき言いました補償政策等をターゲット化していくことによって、米価を下げて専業農

家に農地が集まるような方策をあわせて行っていく、そういういわば土地利用型農業の規

模拡大。それと同時に進めなくてはいけないのが商品の差別化、あるいは新しい商品の開

発、これはどこの産業でも同じわけですけれども、いわゆる産業内貿易の振興、これを推

進していくべきではないか。 

 鈴木さんのお話の中で、韓国のお米を国内として扱ってくれないかということがありま

したけれども、だったら日本のお米も同じような話でありまして、異国間で米の自由化を

やってみればどちらに比較優位があるのかというのが見えてくる。それも米全部に比較優

位があるのではなくて、例えばおいしいお米、品種によっては日本から韓国に行く、ある

いは韓国から日本に来ると、そういうひとつの品目の中での差別化という、あるいは特化

といいますか、そういうものを新しい農業貿易、あるいは農業の中の産業内貿易として見

ていく必要がある。その意味では、個別の話で言えば日韓ＦＴＡというのはまさにアジア

ンコミュニティ、あるいはアジアンユニオンまで持っていくときのワンステップとして非

常に望ましいのではないか。その場合には、農産物は除いても９割ルールは確保できるか

ら、農産物を除外するということではなくて、まさにすべて農業も含めてＦＴＡを推進し

ていって、その中でどういうところに日本の農業の比較優位があるのか、農業の中で何に

強みがあるのかということが見えてくるのではないかという気がしております。 

 ちょっと長くなりましてすいません、とりあえずここで終わります。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 いろいろ問題が出たわけでありますけれども、それではこういう形で議論を進めたらど

うかと思います。 
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 まず、ＦＴＡをめぐる世界の状況ということについては、まだまだお伺いしたいことも

ありますが、これはとりあえず前提として先へ進みたいと思います。ＦＴＡを推進する場

合、この場合障害と対策というふうに事務局のあげた論点はなっていますけれども、今問

題になっていた農業、それから問題として提起されたサービス、こういうところについて

どういう障害があって、それをどう打開することがＦＴＡ推進につながっていくか、ご議

論いただきたい。先ほどお話のありました構造改革がどのくらいそれで進み得るのか、そ

ういったようなことも含めてまずご議論いただければと思います。 

 それから、もう一つの問題としては、ＷＴＯとの関係というお話がありましたが、これ

はその前に、まずＦＴＡを地域統合の手段と考える場合、どういう形の地域統合かによっ

てはＷＴＯとの関係が問題になると思いますので、将来のつまりＦＴＡの行く先はどうい

う形であって、それは例えばＷＴＯの将来とどういう形でつながるのか、あるいはつなが

らないのか、という問題があります。そこでいろいろな議論があると思います。例えば労

働の移動もあるでしょうし、あるいはＦＴＡのＴはトレードだと思いますが、単なるトレ

ードではなくて、投資の自由ということもあるでしょうし、そういったものを含めて、Ｆ

ＴＡを推進していくその先、狭義のＦＴＡにとどまらない問題も含めて、次に議論してい

ただきたい。そういう２段階で一応お話を進めていただいたらどうだろうかというふうに

今とりあえず考えております。 

 それでは、まず鈴木さんから、先ほど幾つかコメントがあったと思いますので、その点

についてさらに自説を、これは単にディフェンスするということではなくて、議論をさら

に発展させる方向でお答えをいただくということでいかがでしょうか。 

【鈴木】 先ほど、まず畠山さんからいただいたコメントにつきましては、ほとんど本間

先生に答えていただきましたが、ひとつはこの計算上は保護を撤廃することによって、農

産物の場合は国際価格が上昇する割合がほかの品目より高いということがございます。そ

れは、今現状における保護が輸出国、輸入国ともに手厚いということが結果的に国際価格

の上昇圧力を強めるという点が内外価格差の関係に変化をもたらすということで、それが

計算上はひとつのポイントとしてあるかと思います。 

 ２点目の 1.7兆円も内外価格差があるのに、ＡＭＳが 7,000億円という話はまさに本間

先生からお話しいただいたとおりで、国内支持価格がないということになると、内外価格

差はＡＭＳに計算しなくていいという定義上の問題だというふうに言わざるを得ないと
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いうことでございます。 

 それから、本間先生からのお話で、私の農業を除いた方が云々の話ですが、解説いただ

いたとおりだと思いますが、この話のそもそもの経緯は私が最初に浦田先生と議論する機

会があったときに、世界の経済厚生を高めるという観点からすると、ＦＴＡではなくてＷ

ＴＯでなくてはいけないのではないかという議論をしましたら、浦田先生は今はもうそう

いうことを言っている場合ではなくて、要するにビルディングブロックかスタンブリング

ブロックかと、つまづきの石か建設的な石かという議論ではなくて、ビルディングブロッ

クにしなきゃいけないんだと、そういうふうな発言をされまして、そういう意味で必ず世

界の経済厚生を高めるようなＦＴＡにするという決意のもとに日本の「国益」を追及する

という趣旨だったと思うんですね。 

 そうであれば、日本の「国益」ということを重視するのであれば、先生の計算によれば

農業を除いた方がいいという計算になっておりますが、いかがでしょうかという議論で出

てきた経緯がありまして、この日本の「国益」か世界的な経済厚生かという議論はなかな

か難しい点があると思いますので、本間先生が言われることはそのとおりでよくわかりま

すけれども、私自身どちらをどんなふうに整理して考えたらいいかのというのは、非常に

今も悩んでいるところでありまして、ただ皆さん何人か言われたように、私自身はＥＵが

大きくなって、アメリカが大きくなって、日本がどこを頼りにこれから国際的な発言力を

持っていくかというときに選択の余地がないのではないか。アジアの国々が本当にそれに

ついてきてくれるかどうかはわかりませんけれども、アジアがまとまるしかないという、

そういう選択をせざるを得ないというような判断が前面にかなり出てきたということで

ございます。 

 もうひとつは、１兆 7,000億円をすべての農家に補償するのであれば１兆 7,000億円か

かるけれども、そこからターゲットを絞って、どういう対象に最低限の補償をするべきか

という議論がまさに重要な議論でして、私がこの数字を提起したのは、まさにそういう議

論を具体的に農業関係者だけではなくて、きょうのような一般経済の皆さん方とも一緒に

議論して、本当に必要なものが何かということを皆で考え、具体的な提案をすること、そ

ういう趣旨でしたので、本間先生からそういうコメントをいただいたのは非常にありがた

いと思います。 

【香西】 それでは、木村さんの説明に対して畠山さんからサービス・リンク・コストを
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どうやって下げるのかという質問がありました。さらに、鈴木さんのお話では、日本のい

ろいろなサービス部門の方が障害になっているのではないかと、そういう話も出たわけで

す。つまり電気通信などを含めても、そういったところがむしろなかなかＦＴＡに乗って

こないという話もありました。そういう中で、サービス・リンク・コストを下げるのをど

うするかというのがさらに問題を難しくさせているのではないかという印象を受けたの

ですが、そういった障害があるとすればそれをどう打開するかという点について、木村さ

んからお話しいただきたいと思います。 

【木村】 具体的な政策、あるいはＦＴＡの中身が大事だと言いながら、ＦＴＡの中身の

話をし忘れたので、ちょっとその補足をしながらということで、大きく２つに分けてお話

しします。サービスリンクコストという言い方をしましたが、これは必ずしもサービス部

門を意味しないわけでありまして、要するに離れたところにある生産ブロックの間を結ぶ

もののコストということですから、ここにはいろいろなものが入ってきます。もちろん輸

送費だとか何だとかということは、いろいろ経済インフラみたいなものになりますから、

ただそれに限らず、実はＦＴＡの中に盛り込んでいけるものというのはたくさんあるので

はないかというのが、ここでの私が申し上げたいことです。 

 一般的には、ＦＴＡといったときにはもちろん関税撤廃のところが一番大きなアイテム

になって、これはもちろん重要なわけですけれども、それ以外にひとつは貿易、投資のい

ろいろな円滑化の措置、それから２つ目は制度づくり、３つ目はいろいろな民間レベルで

の紛争解決、こういったものがＦＴＡには組み込み得ると思います。必ずしもほかの地域

で、ラテンアメリカだとか何かでできてきているＦＴＡの中では、こういうものが十分に

扱われてないのですけれども、東アジアでＦＴＡのネットワークをつくっていくときには、

こういう要素が重要なのではないかということを申し上げたかったわけです。 

 最初の貿易、投資の円滑化というところですけれども、これは通関の話ももちろんあり

ますし、それからいろいろなまだ貿易のライセンシングみたいなところをやっているとこ

ろもある。こういったものも直していかなくてはいけませんし、それから特に中小企業等

の海外進出のことを考えますと、直接投資にかかわるいろいろなファシリテーション、円

滑化、いろいろな意味で情報提供から始まって、いろいろな制度的な整備、こういったも

のも大事ですし、それから投資関連の政策に対するいろいろな規律をかけていく、これは

残念ながらＷＴＯで今とまっていますけれども、こういったものも重要だということで、
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これが１本目の柱の貿易、投資の円滑化関連ですね。 

 もう少し奥に行ったただの円滑化ではなくて、制度づくりに踏み込んでいく部分が２番

目でありまして、これは例えば基準認証の問題です。これは安全基準、環境基準、いろい

ろな基準があります。もうひとつは知的所有権の問題です。こういうものはそんなに簡単

にはできないかもしれませんけれども、やはり相手国の国内の制度にかなり手を突っ込ん

でいかないと変えられない部分になりますから、これもＦＴＡのようなある程度レベレッ

ジがきいたものの中でしか達成できないものだと思います。 

 ３番目はいろいろな紛争解決でありまして、これは民間レベルから出てくる細かい紛争、

そういったものと相手国政府の間のいろいろなすり合わせをして、なるべくそういうもの

が円滑に解決していくようにしなければいけない。こういったことをＦＴＡの中に組み込

んでいくということが可能なのではないかということです。 

 こういうアイテムというのは、必ずしもＷＴＯベースで今の状況ですと、話ができるよ

うなことに必ずしもなっておりません。ＷＴＯの中でもちろんやれることはやればいいん

ですけれども、そうでない、もっと相手国の国内制度とか、あるいは細かい問題とかにな

ってくると、ＷＴＯベースに持っていくよりはこういうＦＴＡのような、ある程度レベレ

ッジはきいているけれども、お互い何らかの譲歩、自由化をしながら、相手国の中の政策

に口を出していけるような仕組み、こういったところでやっていかなければいけない部分

だというふうに考えています。 

 特に生産・流通ネットワークの活性化ということを申し上げたわけですけれども、これ

は実は日本経済の活性化にも今まで役立ってきたわけでして、これからも役立っていくは

ずだと思います。日本の経済の過去10年は大変不調だったという話はもちろんあるわけで

すけれども、そういった中でダイナミズムを保持してきたところというのは海外に進出し

ていった企業でありまして、そういったところから日本国内へのインパクトというのは今

までもずっと大きかったし、これからも強調されなければいけない部分だというふうに思

います。 

 もうひとつは農業の話が出まして、それからサービスですね。実はこれは特にＷＴＯと

ＦＴＡ、あるいは地域主義のフォーラムの選択にかなりかかわってくる問題だというふう

に私は考えております。私は非常にシンプルな自由貿易論者なので、農業に関しても機会

をとらえて、可能であればいつでも、一方的な自由化でももちろん構わないし、そういう
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のは推進すべきだというふうに考えていますし、サービスの場合はもうちょっと話が複雑

になりますが、基本的にはそういうスタンスをとっております。 

 ただ、フォーラムとしてＷＴＯとＦＴＡを考えたときに、少なくとも過去いろいろなと

ころでできてきたＦＴＡを見たときには、農業とサービスに関しては余り成功してないケ

ースが多い。ＦＴＡの中になかなかうまい形で農業全体の自由化だとか、サービス全体の

自由化というのを組み込んでいった例というのは必ずしも多くないと思います。これはア

メリカ大陸でもそうですし、ヨーロッパでもそうだと思います。 

 農業、サービスに関してはＷＴＯを交渉の場とするということで、かなり制度的にしっ

かりでき上がっているわけですから、全体的な自由化というのはＷＴＯベースでまず議論

しなければいけないということは当然出てくると思いますね。これはもちろんＦＴＡでや

ってはいけないと申し上げているのではありません。ＦＴＡでもやれるのであればもちろ

んやった方がいいんですが、ただそれに足をとられ過ぎて、ＦＴＡはできないというのは

問題でありまして、そこのところはよくフォーラムを考える必要がある。ＷＴＯは相変わ

らず非常に重要で、農業、サービスの交渉の場としてももちろんですし、それからルール

づくり、国際的ないろいろな政策規律をしっかりかけていく、それから紛争解決、こうい

った意味でＷＴＯは引き続き重要です。ただＷＴＯに適しているトピックと、そうでない

トピックというのがあって、ＷＴＯが扱い切れないところは、特にＦＴＡでやらなければ

いけないというふうな構造になっているのではないかと考えています。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 それでは、畠山さんの方から少しお話しをしていただけるでしょうか。 

 私が特にお伺いしたいと思っていますのは、畠山さんは長年というか、通商政策をご担

当になられたわけで、一方では日本の輸出が出過ぎているというおしかりもある中で、他

方では農業やサービスの自由化がおくれているという話は昔からいろいろあったと思い

ますが、ご経験を踏まえてどういうふうに対応していけばいいかということについて、国

内政策にも関連してお話しいただきたいと思います。 

【畠山】 まず、今ご指摘いただきましたように、長年通商交渉なんかに携わってきたわ

けですが、一番自由貿易協定をやらなくてはいけないなと思ったのは、現役のころ、ヘル

シンキでモントリオールプロトコルという、例のオゾン層を保護する条約の第１回会合が

ありまして、それでこれは国連主催なんです。そうすると 300人ぐらいいて、我々はきょ
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うみたいにそちらがわの席にいるわけですけれども、国連の担当の理事みたいな人がいろ

いろ国連の案を説明しまして、だけれども、 300人もいるから、今質問されても困るので、

仲間の国と相談してらっしゃいというわけですね。ＥＵはＥＵで集まり、当時はアジア・

アフリカグループというのがあって、中国とかはそっちへ集まり、アメリカはカナダとか

と集まり、みんな消えていくわけです。残ったのは私と韓国の代表と、それは1989年だっ

たものですからロシアがほかに相手がいなくて、その３人なんですね。私もこけんにかか

わるから韓国にすり寄っていって、それで何か相談しようというわけにもいかないし、向

こうもぽつんとしていて、ロシアもぽつんとしていると、そういう状況になって、非常に

孤立化するなという印象を受けました。私は現役のころはまだＦＴＡのことは言いません

でしたけれども、それは非常に強烈な原体験でございました。 

 それで、今、香西さんの方からサービス貿易の障害とか、あるいはＦＴＡの行き先、Ｗ

ＴＯにも絡んでというお話があったわけですが、まずサービスの方で申し上げると、広い

意味でのサービスですけれども、人の移動、これは鈴木さんの言われた点にも関連すると

思いますが、人の移動についてフィリピンが非常に強く要求してきているわけです。ナー

スを出したいと言っているわけですね。それに対して、絶対に拒否だという感じなのが厚

生労働省です。その影に族議員といいますか、女性の方なんかもおられるわけですけれど

も、看護婦会というんですか、そういうところから支援を受けた方なんかがいるわけです。

日本では看護婦が今不足しているわけですね。それから、これから高齢化社会を迎えるに

当たって、介護士とか看護婦とか、非常に必要なわけですけれども、外国人が来るのには

反対ということになっていて、こういうのを先ほどの話ではないですけれども、政治のリ

ーダーシップで克服していくということが非常に大事だと思います。 

 それから、第２点はそれにも関連するかもしれませんが、ＦＴＡはご案内のとおり実質

的にすべての貿易、物にしてもサービスにしてもカバーすればいいわけです。それはどう

いうふうに解釈されているかというと、物の貿易にしてもサービスの貿易にしても、実質

的にすべての品目をカバーするというのは、物で言えば９割以上の輸入金額の関税なら関

税を、あるいは輸入制限なら輸入制限を除去すればいいということになっているわけです。 

 したがってＷＴＯと違って、余り言い方が適当じゃありませんけれども、残り10％弱は

例外品目にできるわけです。ＷＴＯだとひとつのルールを決めたら、ずっとそれを適用す

るということにしないと、いろいろな国がありますから、なかなか例外をつくるのは難し



 31 

いわけですけれども、ＦＴＡの場合は例外品目をつくれるわけです。したがって、相手国

を選んでこの国からなら大丈夫と思ったら、その品目を自由化すればいいし、だめだと思

ったら断固そこを守ればいいと、こうなるわけです。 

 さっき豚肉の例がありましたけれども、鈴木さんの言われるとおり 4.3％という豚肉の

関税は余り高くはないんですが、ただそれは高い豚肉について適用されるのであって、安

い価格の豚肉のときは重量税みたいのがあって、そちらが機能しますから、全体として 

4.3％というのは間違いなんですが、ただメキシコに限って言いますと、メキシコはこの

低い価格の豚肉が高い関税が適用されるのを避けるために、高い価格の豚肉を出している

わけです。したがってメキシコについて言えば 4.3％の関税率が適用になるケースが多い

わけです。この辺をどう考えるか。 

 そして、メキシコの豚肉の供給能力というのは限られているわけです。だから、例えば

個人的な意見ですけれども、タリフクォーターを設けて、ある一定限度までメキシコの供

給能力に等しいところまでは関税をゼロにするけれども、今の供給能力から飛躍的にふえ

るようなことは二次関税率を高くして防ぐというようなことができるのではないかと思

います。だから、申し上げたい点はメキシコは単なる例ですが、ドミノ理論というんです

か、このメキシコに譲歩したら、タイやその他の国にも譲歩しなくてはというＷＴＯふう

に考えないで、ＦＴＡは一国、一国ごとにやるんだから、やっていいケースがふえてくる

というふうに考えるべきではないかと思います。 

 最後ですが、これも鈴木さんに言われた点に関連しますが、さっきダンピング、輸出補

助金について、輸出補助金を相手国が出しているときに、それを例えばＷＴＯだと相殺関

税といって関税を掛ける、そしてそれをナリファイするということができるわけですけれ

ども、ＦＴＡでそういう規定がない。これはおっしゃるとおりで、そういう規定はぜひ日

本がイニシアティブをとって入れたらいいと思います。 

 現にＷＴＯの方で11条というのがありまして、何て書いてあるかというと、その生産国、

輸出国の大ざっぱに申し上げると食糧危機、食糧不足のようなことがあったときには、そ

の食品の輸出を規制することができると書いてあるわけです。ＷＴＯができるときに少し

規律が入って、それを関係国と協議しなくてはいけないとなってますけれども、協議不調

のときは輸出規制ができるわけです。だから、昔大豆の輸出規制をアメリカが行って、日

本が怒ったようなことがありましたけれども、ああいうことがＷＴＯ上できるわけです。
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日本はそれに問題意識を持っているわけで、今度のカンクーンでも一部そういうことをや

ってはいけないというふうに、改めようではないかということを提案もしているんですが、

他方それを提案すると、それでは輸入を 100％自由化にしてくれよと言われる怖さに余り

強く言ってないわけです。 

 そこで、しかしＦＴＡでは実質的にすべての品目、９割以上の輸入金額のものを自由化

するわけで、その中に農産物も入ってくるわけですから、その入ってくるのに備えて、そ

のかわり輸出国は輸出制限をしてはいけないと、仮に食糧危機のようなことがその輸出国

であっても、ＦＴＡのルールとしては輸出国の消費者と輸入国の消費者を平等に扱わなけ

ればいけないという規定を入れるべきだと思います。 

 【香西】 どうもありがとうございました。 

 モデレータである私が何か言い出すとかえっておかしいかもしれませんが、先ほどから

お話が出ていることに関して２つほどお伺いしたいと思います。ひとつは鈴木さんは相手

国が輸出補助金があるのをやめるから価格が上がるとおっしゃっていらっしゃった。しか

し現実問題としては、日本の関税を引き下げるわけですね。もともと日本の関税が向こう

の補助金に対応する相殺関税以上である場合には、結果的には影響は出てこないのではな

いか。つまりアメリカが幾ら輸出補助金をしていても、実際上日本に実害はなかった、そ

れぐらい高い関税をこちらで掛けていたのであれば、「用意、ドン」で両方下げたところ

で特に価格が上がる理由にはならないのではないかなという気がしました。 

 もうひとつは、これは本間さんにも同様の質問になるんですけれども、１兆 7,000億円

を補償するにしても、無限に補償するということはできないわけですね。こういう条件が

整うまで、あるいは何年間補償するということになると思いますが、約束どおり何年かた

てばなくなるような形の構造改革の構想があるのかどうか。例えば農業についてお伺いし

たい。日本は過去においても自由化するときは３年後には自由化するというやり方で自動

車でも何でもやった時期があったわけで、そういう過渡期というのが果たして克服できる

のかどうか、その見通しがないとちょっと簡単には乗れないなというのが率直な私の感想

ですけれども、いかがなものでしょうか。 

 本間さんからお願いできますか。 

【本間】 最後のところが非常に難しい問題ですけれども、高齢化が非常に進んでいまし

て、もっとも農業には定年がありませんから、2001年で65歳以上の農業就業者が何と全体
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の農業就業者の51％に及んでいる。つまり農業就業人口の半分以上が65歳以上であるとい

う数値なんですね。これは非農業部門ですと大体５％ぐらいです、定年がありますから。

それから、定年のない非農林水産業の自営業者でも15％ぐらいです。ですから、いかに高

齢化が進んでいるかということがおわかりかと思います。 

 定年がないということにしたって、いずれ働けなくなるわけですね。そういう安楽死を

本当に待っているのか、そういうことです。それではいかんだろうと。農業の問題という

のは新陳代謝が非常に進まなくて、新規参入というのが学卒で年間 2,000人いるかどうか、

それぐらいの産業なわけです。ですから、コーホートで言うと全部毎年、毎年平行移動し

ている形で、そういう状況で来ているわけで、これを何とかしなくちゃいけない。そうい

うことで、ほっといてもいずれ米の余剰も減反もなくなるかもしれないし、下手をすると

何百万トンか輸入しなくちゃいけないという事態にもなるかもしれません。しかしそのと

きに残っている農業というのがいかに弱体化した農業であるかということですね。同じ就

業人口であっても、それは若くして活力のある人たちであれば自給率は下がってもいいけ

れども、農業で単に生きがいということだけじゃなくて、利益も上がっているというよう

な状況が好ましいわけで、そのために今いるお年寄りが自然にリタイアするのを待ってい

るのではなくて、それをいかに早くリタイアさせプロモートしていくかということをひと

つ政策課題として乗せるべきだと。そのためには期限としては５年とか６年とかという期

限になるのではないでしょうか。そこはポリティカルウイルといいますか、政治がどうい

う判断をしてくるか、あるいはどこで線引きをするかと非常に難しい問題は多々あるわけ

ですけれども、今はそういう時期に来ているのだということで、補償原理を適用しようと

いったのは、もちろん時限立法といいますか、期限を区切ってのことです。というのは従

来から私も言っているところですけれども、補償というよりもまさに調整コストとして時

限を区切った形のやり方です。 

 ちなみに、ウルグワイラウンドが決着したときに６兆 100億円というウルグアイラウン

ド対策予算というのがつきました。事業費で６兆 100億円、これはどうも一般の人たちは

全部農家のお財布に行ったような印象を持っている方があるかもしれませんけれども、決

してそうではなくて、これは一番大きかったのは圃場整備、いわゆる公共事業の前倒しで

すね。５年以上先に計画されていたものを前倒しして事業をやったというようなことで、

実際問題としては建設業者がもうかったというのが本当のところではないかと思います。
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ですから、これぐらいの規模が今回ＷＴＯの話で恐縮ですけれども、もし決着していたと

するならば、どれぐらいの規模の予算がつくかわからないけれども、それを調整費用とい

う形のいわゆる今で言う直接支払いに時限つきでやって離農を促す、あるいは単に利用す

るだけじゃなくて土地の集積をした人たちに積極的に配分していくといった方策が考え

られると思います。したがって、いろいろな政策オプションがあって、あるいはそういう

議論を先ほど鈴木さんも言われていましたけれども、もっともっと我々も含めて提案して

いなくてはいけないのではないかという気がしております。 

 それから、地域主義云々のところですね。ＦＴＡを考える場合に、日本経団連なんかも

最近言い出してきているのは、なぜアメリカとＦＴＡをやらないのかと。経済的な利益と

いうことであればアメリカではないのかという話があるわけですね。しかし、経済的なメ

リットをモデルで検出できるから、そこと一番先に結ぶのが望ましいのかといったら、そ

れだけではなくて、きょう木村さんが先ほどからいろいろな貿易だけでない部分のお話を

されていましたけれども、そこのところが非常に重要だと思います。特に紛争解決処理な

んていうところを見ると、これをきちんとうまく機能させているＦＴＡというのは、私は

不勉強で知らないですね。ＮＡＦＴＡでもルールとしてはあるのだろうけれども、そんな

にうまく機能しているというふうには記憶しておりません。 

 したがって、そのあたりの紛争処理、ＷＴＯではここが一番ある意味でメリットなわけ

ですね。そこの紛争処理のところをどうクリアしていくのかということになったときに、

韓国の米を国産品と認めてよという話、そういうことも含めると、自分たちと近いところ、

考え方が似ているというか、協調体制を組めるというか、ＥＵがあれだけ地域統合を進め

られたのは、民族性といいますか、ヨーロッパの共通性があるわけですね。ですから、経

済的なメリットだけじゃなくて、その他の面も含めた文化的、社会的な共通項があって、

なおかつ経済的にかなりコラボレーションがあればいいわけですけれども、そこのところ

を見ていったときに、ブロック化ではなくてＦＴＡのよさをもっともっと引き出していく、

単に物、あるいはサービスの貿易だけに限らないところまで含めた統合ということを考え

ていったときには、ある種の地域主義というのも是認されるという言い方はちょっと強過

ぎるかもしれませんけれども、あってしかるべきであって、今のＦＴＡの流れというのは

まさにそういうところで走っているのではないかという気がするわけですね。 

 したがって、ＷＴＯがうまく機能するという一番の理想があるわけですけれども、そこ
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がどうもＵＮＣＴＡＤ化し、なかなかうまく機能しないというときにはどういう形で、い

わゆる貿易自由化のメリットと人と物との交流のメリットというものを享受していくか

といった場合には、そういうことがあるのではないか。そうしていったときに、地域主義

の先にＷＴＯではなし得なかったもっと大きなグローバル化というものが見えてくれば

理想なのではないでしょうか。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 予定時間としては、一応４時までにこのパネルを終わって、その後はフロアからもご質

問を受ける時間を若干残すということでありました。 

 ということで、だんだん時間がなくなってきておりますが、まだ問題は残っていると思

います。ぜひこれを言っておきたい、あるいはこれまでの発言に対するさらなる問題があ

れば若干の時間を割いても結構ですから、そういう話と、もし特になければこのＦＴＡに

何を期待して、どういう方向で展望するか、将来のアジア・ユニオンまでいった方がいい

のか、よくないのかとか、やや大所高所からもう一度ＦＴＡに対する夢というか、あるい

は懸念でもいいんですが、こういうことでお話をいただきたい。そのようなことで一巡し

たあと問題が残りましたらもう一度改めてその問題を取り上げたいと思います。 

 木村さんから順にこちらへ発言をお願いします。 

【木村】 比較的小さなものと大きなことをひとつずつ申し上げたいと思います。小さい

ことは先ほどから補償の話がありますけれども、どこをベースにして話をするかにもよる

わけです。自由貿易をベースにして考えれば、先ほどからの試算、１兆何千億円だろうと

６兆 1,000億円でもいいんですが、要するに消費者の立場からすればコストですね。だか

ら、既に実は既得権益を持っている人たちというのはもらっているわけでありまして、そ

れを外すからかわりにまたあげるということを当然のことだというふうに議論するのは、

必ずしも正しくないかもしれないということだけをまず申し上げたい。 

 要するに、１兆何千億円と言っているのは、実はそれ以上の負担を消費者はしているわ

けですね。つまり例えば関税みたいな形でやっているものを国内の生産補助金に変えれば、

消費者は国際価格で購入できるわけですね。だから、その分だけ明らかに消費者の負担は

小さいわけでありまして、今は直接目に見えないかもしれないけれども、それ以上の負担

を消費者は負っている。これはどのような経済モデルを使ってもそういうことになると思

います。だから、同じだけの補償をするのは当然だと考えるのを、議論のベースにするの
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はどうなのかなということです。 

 それから、もうひとつは東アジア全体のＦＴＡという話ですけれども、私の立場から言

うと東アジア全体で展開されている国際的な生産・流通ネットワーク、これはまさに日本

の企業が築いてきたものであって、そこから日本の経済も大きないろいろなバイタリティ

ーを得て、それから東アジアの国の経済発展に大いに貢献してきたのだと思います。それ

がもっともっと活性化されるような制度をつくっていく、特に日本企業の競争力がまだ十

分にあるうちにそういう制度をつくっていくということは、10年、20年先の東アジアにお

ける日本の立場を考えたときに、大変重要なんじゃないかと考えています。ですから、と

にかくバイであろうと何であろうと、できるところからネットワークをつくっていくとい

う努力をたゆまなくやっていくということが、大変大事なのではないかと思います。 

【香西】 鈴木さん、お願いします。 

【鈴木】 ひとつ細かい点で、私の農産物の貿易自由化で経済厚生が云々のところでいろ

いろ議論がありましたので、ここだけ１点ちょっと補足させていただきます。図１をもう

一回見ていただきたいんですが、これで私が想定していた状況というのをごく簡単にだけ

説明させていただきます。 

 今、アメリカと日本の２国があって、産物は米だけで輸送費は無視しているという状況

ですが、何も障壁がない場合には20と書いてありますトン当たり20万円のところでＢＨの

輸入とＩＬの輸出で均衡しているわけです。ところが現状はアメリカも日本もトン当たり

10万円ずつの関税と輸出補助金を課している状況を考えると、どういうことが起こるかと

いうと、アメリカの国内価格は20万円で、ＩＬの量が10万円の輸出補助金で下がって、Ｑ

Ｒの量が国際価格、10万円が国際価格となってディストートされて、日本にＱＰで入って

くるんですが、これが日本で関税が10万円かかって、やっぱり日本の国内価格はＢＨのと

ころ、20万円になるという状況が今あるわけです。 

 これを自由貿易にしたと、両方が関税と輸出補助金をなくしたとすると、10万円にディ

ストートされている国際価格は20万円になるわけですけれども、国内的には価格は全然変

わらないということになりますから、結局日本にとってはＢＯＰＨだけの関税収入が失わ

れるだけで、これが純損失になるという状況があり得るということを端的に示したかった

ということです。 

 それから、ＦＴＡの推進に当たっては先ほど畠山さんが言われた「ドミノ理論ではなく
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て、適宜うまく品目を選んでやっていく」という、ある意味で横着さが必要だということ

が非常に大事だというふうに思いまして、私は非常にまじめな人間なものですから、最初

こういうことをしていいのかと思ったんですが、例えばアメリカなんかがやるのは、アメ

リカは乳製品の国際競争力がないわけですね。ところがＮＡＦＴＡですと、メキシコにも

勝ち、カナダにも勝てるので、これは絶対ゼロ関税だというわけですね。それで、一生懸

命やってメキシコにたくさん輸出を伸ばしたわけです。それはＷＴＯでは、ニュージーラ

ンドとオーストラリアに完全に負けてしまって、輸入の洪水になるものですから、それを

阻止してＮＡＦＴＡで自分の利益を確保したかったわけですね。 

 ところがもくろみが狂ったのは、去年の11月ですか、米豪ＦＴＡの政府間交渉に合意し

たというものですから、アメリカの農業団体はひっくり返りまして、農業をセクターとし

て除くと、ＷＴＯが一番のメインであって、それ以外のことを農業についてやる必要がな

いと、どこかで聞いたような話をアメリカが米豪ＦＴＡについては言っているわけですね。 

 これはけしからんといえばけしからんけれども、これがまさにＦＴＡであって、それが

ＦＴＡのいいところでもあり、悪いところでもある。だから、それを活用してメリットに

なるＦＴＡをうまく組み合わせていくということをやらざるを得ない。例えば、メキシコ

とのＦＴＡでは今回農産物を40％含み、次に韓国では80％含んだ。だから、タイは90％に

なるかというと、そういうふうにはいかないかもしれない。韓国は一番たくさん含めるけ

れども、それはお互いいい競争相手だからという話であって、そのままずるずるとふやし

ていったらそれは大変なわけで、そこの所は臨機応変にやる余地があるのがまさにＦＴＡ

ですから、そういう横着さを身につけなくてはいけないということです。 

 ただ、おもしろかったのは、先ほどの豚肉の話で、カンクンにいるときに、日本の代表

のところにデンマークとアメリカの代表が集まってきて、豚肉頑張れと言うんです。メキ

シコに譲るなと。いわゆる貿易転換効果で、要するにメキシコにだけ譲ったら、今まで競

争力のあったデンマークとかアメリカの豚肉が排除されるわけですね。だから、そういう

ときは彼らは日本に対し、頑張れと言うわけですね。そういうことも含めていろいろな駆

け引きで、そういう意味ではＷＴＯから見たら、やはりよからぬ悪しき差別待遇が蔓延す

るという事態になる、これをどう考えるかというのは、捨てられない問題ですけれども、

それはさておき利益を追及するのだということになったら、そういうことを進めていかざ

るを得ないというふうに考えまして、ちょっとそこについてのコメントだけとりあえずさ
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せていただきました。 

【香西】 畠山さん、お願いできますか。 

【畠山】 まず、今、本間さんから話がありましたなぜ米国とやらないかという話ですが、

これは実務の方から言うと、アメリカはやるのは大変ですね。何が大変かというと、アメ

リカは自分でＦＴＡを呼びかけてやったことはまずないわけです。小さいところとは別と

してですね。米加ＦＴＡもカナダから積極的な働きかけを受けてやり、メキシコともサリ

ナス大統領から申し入れを受けてやりというようなことです。 

 それで、そのときの交渉経過を見てみると、アメリカ議会はいろいろ厳しいことを言う

わけです。日本はどうかというと、日本も非常に受け身なわけです。これは幸か不幸か農

産物なんかがあるものですから、日本が積極的にリードをとってやろうといったって、そ

の前に国内で打たれちゃうわけですから、だから日本もできない。積極的に出ない２人で

は実務上やれないというのが現状ですね。 

 それから、もうひとつは日本とアメリカという経済１位、２位の大国がＦＴＡをやって

しまっていいのかなというのは、何となくＷＴＯのよさを一方で評価する立場からすると、

ぐあいが悪いのではないかという感じもするので、そこでやらないということであります。 

 あと細かいことを二、三点申し上げますと、さきほどの鈴木さんの説明の中でアメリカ

も日本も国内価格が20万円というのはどうもよくわからない。日本の方が高くて、アメリ

カの方が５分の１ぐらいでできるのではないかと思うんですが、そこはわからないという

ことです。 

 それから、この鈴木さんの資料にアメリカが豪州に対して農業セクターを全部除くとい

う提案をしていると書いてありますが、今ご説明があったのでわかりましたが、アメリカ

が提案しているのではなくて、アメリカの農業者がそう言っているという話なんですね。

アメリカの政府はそんなことは提案してませんし、交渉のリストの中に農産物は含まれて

いる。だからできればここは農業者がそう言っているというふうに書いていただければと

思います。 

 それから、ご存じのとおり、先ほどＷＴＯがＦＴＡを認める基準として、実質的にすべ

ての品目をカバーしなくちゃいけないというのは90％以上の品目をカバーするというこ

とだと申し上げましたが、それともう一つセクターを丸ごと除いてはいけないというルー

ルがあるわけですね。だから、そういう意味でもこのセクターを丸ごと除く方が利益があ
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るとか、あるいはそういう主張をしたとかという話は、ＷＴＯはＦＴＡに対して許してい

ないということを申し上げておきたいと思います。 

【香西】 本間さん、どうぞ。 

【本間】 木村さんの補償のベースをどうするかという話、それはもちろんそうですね。

これまで保護されてきて、その上でやっているわけだから、別に新しい政策をするときに、

農業者が今まで得ていたベステッドインタレストがなくなるだけであると、それはそのと

おりですが、しかしこういう補償策すらなく現状を維持するということは、今のベステッ

ドインタレストをそのまま未来永劫続けるのかという話になるわけです。なおかつ今いる

農業者は実は自分たちがベステッドインタレストを獲得してもうかっているんだという

意識が全くないわけですね。1960年代に米価闘争や何かでむしろを掲げて米価審議会に駆

けつけた今の世代の親とか、その上の世代は勝ち取ったという気持ちがあるかもしれませ

んけれども、今の世代、現役の世代というのはそういうことがないわけで、まさに新しい

政策によってネガティブなエフェクトを受けるという、そういうふうな感覚を持ってしま

っているわけですね。したがって、そこを動かすためには何らかのいわば一種の敷居を越

えるためのコストとしてそれが必要なのではないか。 

 といいますのも、内外価格差ということだけで言えば、さっき１兆 7,000億円という話

が出てきましたけれども、そんなに消費者は負担だと思ってないんですね。今は不況だか

ら農産物が高い、あるいは食料品は高いという声が聞こえてくる部分もありますけれども、

基本的に先進国の消費者というのは、よく消費者団体、あれは消費者の声を代表している

ものではないのですけれども、多少は高くても国産品を買うとかという声も聞こえてくる

わけですね。したがって、放置しておくとベステッドインタレストはどんどん続いていっ

て、なおかつそのコストというのが内外価格差にとどまらない、まさにこのＦＴＡが進ま

ないとか、ＷＴＯが進まないとか、あるいは一昨年にあったセーフガードの問題で 400

億円の農産物の輸入に対して報復措置による被害が自動車だけでも 5,000億円にのぼる

などという結果が出てきてしまう。そうすると農業保護というのは内外価格差だけではな

い非常に大きな社会的費用を生んでいる。これを崩す何らかのパワー、あるいは何らかの

方策が必要だという意味で、原理的には、あるいは経済学的には木村さんのおっしゃると

おりですけれども、そこはいわば政治的な決断として、そうしたものを日程に乗せてくる

必要がそろそろあるのではないかということです。 
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【香西】 どうもありがとうございました。 

 大変熱心なご議論をいただいてありがたかったと思います。個人的な感想としては、Ｆ

ＴＡ、フリートレードは、非常に自由主義的ですけれども、これはＷＴＯもそうですが、

交渉の中身などをいろいろ聞いていると、各国それぞれ勝手なことをやろうとしていると

いう汚い面もたくさん出てくるわけですね。しかし、長期的に言えば理想、それに対する

接近としてどういうステップを歩いていくかという、そういう視点がないと、その都度、

その都度調子よくやろうとすると、かえって高いものにつくというのも実態ではないかと

いう気がいたします。 

 先ほど出たアジア・ユニオンについてはきょうの議題では直接にはないわけであります

けれども、経済統合というのを考えていく場合も、現実問題としてはアメリカとの関係、

中国との関係、大きな国際的な日本の位置づけということが問題になってくるのではない

か、きょうはそこまでお話しをする時間がなくなってしまったわけですけれども、それも

含めていろいろな長期戦略を考えるということが必要なのではないかということを感じ

ました。 

 それでは、少し時間がまだ余裕がございます。フロアからご発言、ご質問等ございまし

たらどうぞお願いします。 

【Ａ】 失礼します。 

 ４点ございますので、簡潔に申し上げたいと思います。 

 第１点でございますけれども、ＦＴＡを実施するに当たっていろいろな障害が国内産業

で起きてくる。その解決の方法として、例えばＮＡＦＴＡの場合にメキシコやカナダのよ

うにアメリカのような大国とＦＴＡを結んだ。あるいはチリも同じように大国とＦＴＡを

結んでいったときに、これは技術的な問題になりますけれども、一番大きくとったのは５

年なり10年なりの経過措置で、この間に自然淘汰される産業は自然淘汰されて産業構造を

変えてしまおう、あるいは生産性向上なり何なりできるものは、その間に向上して競争力

をつけようということをやったり、例外品目を一部とったとか、あるいはこれはＦＴＡな

のかどうかわかりませんけれども、セーフガードをうまく適用したとか、こういうような

ことでやってきているのではないかと思いますけれども、メキシコやチリが果たして経過

措置の間に産業構造が実際にどう変わって、あるいは本当にその経過措置の間に単に先送

りだけでなくて、生産性向上につながるような措置が政策的にとられてきたのかどうか。 
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 第２点は先ほど鈴木先生がビルディングブロックでやるんだと、これがＦＴＡの横着さ

のいいところだということですけれども、私の経験でＡＮＵのドライスデール先生と話し

たときに、この先生はＦＴＡが今みたいな形でいろいろな国でいろいろな形で起きてくる

と、余りにも横着に起きてくると、いわゆるスパゲティボールエフェクトが起こってしま

う。そうなってくると、実務的に運用が困難になるのではないかというような意見を言っ

ておりました。これをどう解決するのか。 

 ３番目は、これは本間先生がおっしゃっておりましたＦＴＡの持つ政治的な側面、これ

もたしかアメリカと欧州、これはもちろん経済的な側面もありますけれども、欧州の置か

れている歴史的、政治的な立場から、アメリカとのアライアンスというのは非常に大切で

す。むしろ欧州はもちろん農業輸出というようなことがございますけれども、政治的ない

わゆる戦略的な意味でのＦＴＡということを考えていますけれども、これをアジアに振り

返って見たときに、中国とかベトナムとか、政治体制の違う国とのアライアンス、そうい

った政治的な意味を持つＦＴＡというのが今の段階で実現可能なのかどうなのか。 

 ４点目は、これは鈴木先生にお伺いしますけれども、農水省の主張として食糧安全保障

と農業の多角的機能と、この２つを言いますけれども、特に食糧安全保障という意味では、

国内の農業を維持して安全保障をしていくのだという考え方と、それから供給先をむしろ

多角化した方が食糧安全保障につながるのだという２つの意見があります。これをどうい

うふうにお考えになるかということ。 

 以上の４点でございますけれども、あとは国民的な議論がまだまだ足りない。先ほど畠

山会長がおっしゃられたように、これは消費者団体だとか、あるいは労働組合だとか、あ

るいは中小企業だとか、あるいはＦＴＡによってはテレビのハリウッド映画の制限までや

ろうとしている国とのＦＴＡなんていうのがありますので、そういう幅広い国民的な議論

をどうやって展開していくか、産官学の研究会というのはどういう先生方がなっておられ

るかわかりませんけれども、もっと幅広い国民的な議論が必要ではないかと思います。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 特にお答え、１番、２番、４番は鈴木さんにということだと思いますが、ほかの問題に

ついては特にご指名がなかったようですけれども。これまでの経験で、畠山さん、何かコ

メントをいただけますか。 

【畠山】 さっき申し上げましたカナダなんかは経過措置ではなくて、実施まもなくして
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ワイン産業が構造改革に成功したということがありますから、メキシコはもう10年ですけ

れども、94年に発足していますので、まだ実績が必ずしも出てないと思います。ちょっと

そういう意味でははっきりしないと思いますが、カナダの例から考えてみても、いけるの

ではないかと思います。 

 それから、メキシコの産業自体が改革をするという側面もさることながら、ＮＡＦＴＡ

のおかげでそこへ投資が入ってくるわけですね。そして、アメリカの企業とかカナダの企

業がいわばメキシコの国内企業として根づいてきているわけですから、そういう意味では

競争力が強くなっていて、メキシコからの輸出は非常にふえているということから考える

と、必ずしもおっしゃったメキシコのドメスティックな企業が改革に成功しているという

例ではないですけれども、そういう外国の企業が入ってきて、産業全体としては強くなっ

ているという側面があると思います。 

 それから、ドライスデールさんがスパゲティボールになると、これはバグワティなんか

も言っている話ですけれども、確かに一番の問題点は原産地規則ですね。原産地規則があ

って、これを適用しないとシンガポールと例えば自由貿易協定を結ぶとタイのお米がシン

ガポール経由で日本に入ってきくるということがあるものですから、シンガポール産です

よという原産地証明をしてはっきりしないといけないわけです。その文書がＮＡＦＴＡで

も非常に厚いわけですよ。日本・シンガポール自由貿易協定でもこれぐらいの厚さがあっ

て、それで読んでも非常に難解です。そういうのを全部読んで、そして世界と貿易をやっ

ていかなくてはいけないということになるので、ＷＴＯだけでやる場合に比べて非常に貿

易が大変になってくると、この側面は見逃せない側面だと思いますが、これは仕様がない

ですね。それで、できれば原産地規則をなるべくハーモナイズしていくということを、こ

れだけ自由貿易協定が世界各国にふえてくると、検討すべきなのではないかと思います。 

 私はとりあえず以上２点です。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 それでは、どうぞ、本間さんから。 

【本間】 政治的な側面で日本が中国とかベトナムとか、経済、あるいは政治体制の違う

ところとＦＴＡがうまくやれるのかということですが、非常に難しい問題があると思いま

す。ただ、ひとつはそのためにも紛争処理のルールをうまくつくっていくのが大事です。

先ほど申し上げましたように、ＷＴＯに比べてＦＴＡは非常に紛争処理のメカニズムが脆
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弱であるという部分が過去の例からあるわけで、そこをどうしていくかということですね。 

 それから、もうひとつはいわゆるこれは東大の小寺さんなんかも言っているんですけれ

ども、ＦＴＡは友好条約ではないと。きちんと関税引き下げというコンクリートな目標と

プロセスがあるんだということであれば、それは政治体制云々ということではなくて、国

際的な約束をどう守っていくかということであって、中国はＷＴＯのメンバーにもなって

いるわけですし、そこは同様の考えでルールの明確化と推進すべき目標、それから関税引

き下げの日程等のスケジュールをコンクリートにしていくということで、それは対応が可

能ではないかと個人的には思ってますけれども、楽観過ぎるでしょうか。 

【香西】 木村さんからどうぞ。 

【木村】 ２番目と３番目について簡単に。 

 スパゲティボールエフェクトの話ですが、ラテンアメリカは意図的に原産地規則をいじ

って、保護主義的なことをやっているので、欧米の経済学者はそこをよく見ているのだと

思います。アジアの場合、あんなことをわざわざやる必要はないわけでありまして、なる

べくシンプルな原産地規則にしておくということは大事だと思います。 

 原産地規則がなぜ問題になるかというと、ひとつはＧＡＴＴで約束している関税率が高

い場合、そうするとＧＡＴＴレベルのＭＦＮの関税率とＦＴＡとの間でギャップができま

すから、そのギャップが大きいということが問題で、ＭＦＮベースで何しろ関税を下げる

ということが重要な問題だと思います。 

 それから、もうひとつはいろいろな工程が多段階にわたっているということですね。多

段階にわたっていなければ迂回してくるということが、割とはっきりわかるわけでありま

す。だから東アジアの問題の機械関係の部品といったものは、とにかく関税率をＭＦＮで

ゼロにしていくということがまず基本的に重要で、あとは品目が絞られてくれば、米だけ

だとか何とかと絞られてくれば、原産地規則のコントロールも比較的楽なのではないかと

私は思っています。ラテンアメリカみたいなひどいことに東アジアもなるとは限らないし、

そういうふうにしないようにしていくべきではないかと考えています。 

 ３番目の政治的な側面、政治体制の違う国、特に中国とかを想定されておっしゃったの

かもしれませんが、可能かということですけれども、ＦＴＡ自体はできると思います。関

税だけに絞ってＦＴＡをやればこれはできるわけですが、ただそれではせっかくＦＴＡと

いう形で日本と中国をやっても、大事なところはとれないということだと思います。せっ
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かくＦＴＡをやるのであれば、相手の国内にちゃんと手を突っ込んでよくしてもらうとい

うことができなくてはいけないわけです。そういう意味でもまずＡＳＥＡＮとか韓国と中

国にやってほしいことを盛り込んだＦＴＡをつくっていくということが大事だし、いろい

ろな制度づくりの部分、基準認証とか知的所有権とか、あるいは貿易投資のファシリテー

ションの部分、こういうものをほかの国でやっていって、そういうものを中国にやっても

らわないといけないと、そういうふうな視点も重要だと思います。体制が違うところから

先に始めてしまうとなかなか深いところまで行けないのではないかというふうに考えま

す。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 それでは、食糧安全保障の問題はよろしいでしょうか。 

【鈴木】 先ほど非常に重要な指摘をいただきまして、私も今ふと思い出したのが日本が

アジアで提案している穀物、米を中心とした備蓄機構をつくろうという提案、私もこれは

計画段階で研究会に参加したんですが、一国だけで食糧安全保障を考えるのではなくて、

特に今回のアジア全体にＦＴＡを広げていこうというような中では、まさに全体の中で食

糧の安全保障を考えるというような考え方が非常に有効であります。そういう意味で、今

のご指摘を考えますと、非常に重要なポイントのひとつではないかと思います。そして、

日本も主体的にそういう点で動いているという事実ですね。ミニマムアクセスの米を何と

か外に出しておきたいという意図もあるにはありますが、それはともかくとしまして、要

するにアジア全体でそういうことをやろうということを今日本としても考えて、実際に進

めております。 

 ＮＡＦＴＡのメキシコの問題ですが、これは2003年の１月にちょうど10年で、かなりの

メキシコにとってセンシティブな農産物がゼロになったわけですね。その前年に豚肉とか

鶏肉の関税はまだ50％ぐらいあったのが突然ゼロになるというのは、ソフトランディング

というよりはハードランディングで最終年を迎えたということもあって、かなり混乱しま

して、実は穀物の方も全然準備ができていなかったという状態で、どういう国内政策をと

ったか私は知りませんが、国内的な生産性の向上というのは、全く失敗した形になってお

ります、農業の場合、特に小農を中心に。 

 それで、激しい反対運動が起きまして、ＮＡＦＴＡを見直せという議論が起きて、特に

その矛先はどういう形で向けられたかというと、要するにアメリカは補助金漬けじゃない
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かと、特に先ほど言った実質的輸出補助金でダンピングされた価格でどんどん我々を攻め

てくるんだと。それで、さらに問題になってきたのがトウモロコシです。15年後でまだ５

年余裕があるんですが、これは15年というのはいわゆる10年ルールで言いますと５年逸脱

しているわけですけれども、15年後に関税撤廃という特別に長いルールもできてはいるん

ですが、その中にトウモロコシが含まれていまして、メキシコの主食のトウモロコシがそ

ういうアメリカの補助金漬けの輸出で小農が倒れて地域が荒廃するのを許していいのか

どうかという議論が今まさに起こっているということは、状況として一応私が把握してい

るところです。 

 それと、最後の国民的な議論の必要性という点では、何人かの人が言われたように、私

はＦＴＡが国内産業の改革を直視せざるを得なくさせるという意味で、農業もまさにそう

いった状況に置かれているわけですが、既に日本の農村はもう荒廃してきているわけです

ね。これは私のような研究者も含めて農業に付随して職を得ている人々にとって責任を問

われる、胸に手を当てて考えなければいけない問題なわけです。本間先生のように、いろ

いろなところで議論していただいている方は別ですが、私らは基本的に非常に特殊な世界

でふだん生きているわけですね。私の場合はこういうところでなかなか議論する機会もな

いわけです。 

 だから、そういう意味でこういう機会をきっかけにして、きょうのような議論を深めて、

日本の農業、農村をどういう形で維持するのが一番いいのか、今の農家をそのまま守ると

いうことではなくて、皆さんのふるさとをどうやって守るのかという視点で考えなければ

いけない、まさにそれが国民的な議論だというふうに考えております。 

【香西】 あと１人もしご希望があればお受けするし、なければこれで終わりにしたいと

思いますが、いかがでしょうか。特にご発言ございますか。 

 はい、それではどうぞ。最後の発言ということで、なるべく短くお願いいたします。 

【Ｂ】 ありがとうございます。 

 先ほど畠山さんの方から、政治のリーダーシップと、その重要性を強調されましたが、

私は大変同感でありまして、日本の直面するさまざまなＦＴＡ、この議論を構成するステ

イクホルダーは生産者なり消費者なり、あるいは政府なり、政治家なり、いろいろなステ

イクホルダーがあるわけですが、その中で国民的な議論をさまざまに積み上げると、こう

いう過程は必要ですが、一番大きく欠けているのがご指摘の政治に携わる方ではないかと、



 46 

そういう意味で同感するわけなんですが、これを具体的に政治家の皆さん方なり、あるい

はその頂点に立つ小泉総理なりに意識を変えていただいて、こういうものの解決に向けて

いくにはどうしたらよろしいのか。 

 それと、もうひとつは経団連あたりでも先ほども挙がったように、いろいろな省庁のい

ろいろな協力関係というのは進みつつもまだまだそれが一枚岩になってない。よって、ア

メリカのような大統領直轄のＵＳＴＲのようなほかの省庁を横断するような、ある意味で

は権限を付与されたようなところ、これは通商交渉では一元化されている形にはなってい

ますが、そういうふうなものの必要性までも信奉者の声が挙がっておりますが、それも含

めてちょっと政治の面での強化といいますか、理解を得るにはどうしたらいいのかという

具体的なものをお持ちでしたらちょっと伺いたいと思います。 

 ありがとうございました。 

【香西】 畠山さん、お願いします。 

【畠山】 非常に貴重なご指摘ですが、まずひとつは政治家の方もＦＴＡに関心を持って

こられまして、私はジェトロの理事長だったんですが、そのときに衆議院の憲法調査会に

呼ばれました。それで、与野党20人ぐらいの議員の方がおられて、そのときは全体会合で

はなくて、小委員会だったのですが、小委員会が全体を兼ねているような、その小委員長

は中川昭一さんでありました。今度経済産業大臣になった人ですけれども。 

 それで、そこでＦＴＡの必要性についてご説明をし、それから農産物については食糧安

保でどうしても守らなければいけない品目を除いては断固自由化すべきです、なんてこと

を申し上げたんですが、議事録にも残っていますけれども、特別厳しいご批判もなく、冷

静な雰囲気で迎えてくれまして、感謝をしました。 

 それから、今度は国際経済交流財団の方に移ってからですけれども、参議院の国際問題

調査会、これは関谷さんという方が議長でしたけれども、そこでもＦＴＡの話をしろとい

うことがありました。 

 それから、経済界との関係では、実はメキシコにコエスという機関がございます。これ

はメキシコの産業界を農業も含めて業界横断的に代表するような関係者を入れて、それで

ＷＴＯにしてもＦＴＡにしても、メキシコが自由化をするときにはそこに相談をするとい

うことになっていて、それなりに政治家に対してもその団体が発言力を持っていて、今回

の自由貿易交渉でもついてきたりしていろいろなことを言っているわけですが、そのよう
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なものをつくったらどうだということを前の駐日メキシコ大使から言われまして、できた

わけです。 

 それで、経済界の大御所を入れて、農林代表も山本徹さんという畜産振興事業団の理事

長を入れまして、それで２カ月に一遍ぐらい議論をしております。時々提言なんかをつく

って、小泉首相のところへ届けておるというようなことがありますので、そういうことを

今後も強化していってやっていったらいいと思っております。 

 経済界も経済同友会、それから経団連もこの間10個の提言をした中の10番目に、ＦＴＡ

の推進というのが入っていて、ああいうのがだんだん政治家を動かすと思いますので、三

菱電機を初めとした経済界の方もぜひ政治家への働きかけを強めていただいたらよろし

いと思います。 

 ２番目の点ですが、私はＵＳＴＲをつくるのには反対でありまして、通産省出身なもの

ですからバイアスがかかっているんですが、今ＦＴＡは４人組がやっていまして、経済産

業省と外務省と農林省と財務省ですが、４省を置いて大変だと、どれに話したらいいかわ

からんと言われるんですが、ＵＳＴＲをつくる、日本のＪＳＴＲというのをつくると、５

省庁体制になります。みんなに相談して結局だめになる。だから、政治家のリーダーシッ

プの問題に戻ってくる。経済産業省はもともと通商産業省だったわけです。外務省に通商

局というのがあったのを昭和24年ごろ移してきたわけですね。それで、そこが通商政策の

総合調整、企画立案、その他をやるということに設置法上はなっているわけです。それを

通産省の連中が私を含めてですけれども、さぼっていまして、それから農林省の反対もあ

るものですから、通産省が指揮をとるのはずるいというような反対もあるものですから、

今のような体たらくになっております。もう少しリーダーシップをとる政治家を補佐でき

るような体制に経済産業省も頑張って、そして通商政策をちゃんと責任を持って推進され

る、非難を受けながらもやる体制にすべきだと個人的には思っております。 

【香西】 どうもありがとうございました。 

 本日は４人の報告者及び討論者にご参加いただきまして、いろいろなＦＴＡの側面につ

いて踏み込んだご意見をいろいろ承ることができたと思います。また、フロアからも政府

に対する励ましの言葉もいただいたわけでありまして、本日は大変有益な会合に終わった

と私としては感謝しているわけであります。 

 どうも本当にありがとうございました。（拍手） 
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